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本 章 の ポ イ ン ト

第１節

第１節 国の政策・方針決定過程への女性の参画
●国会議員に占める女性の割合は，平成２１年５月現在，衆議院９．２％，参議院１８．２％。
●国家公務員の管理職に占める女性の割合は，平成１８年度で１．９％となお低水準。
●国の審議会等における女性委員の割合は着実に増加し，平成２０年では３２．４％。女性の専門委員等の
割合は１５．１％。

第２節 地方公共団体の政策・方針決定過程への女性の参画
●地方議会における女性議員の割合はおおむね増加し，特に特別区議会では２４．９％と高い。
●地方公務員管理職に占める女性の割合はおおむね増加傾向にあるがなお低く，平成２０年では都道府
県５．４％，政令指定都市８．２％，市区８．９％，町村８．５％。

●地方公共団体の審議会等における女性委員の割合は着実に増加し，平成２０年では都道府県３２．６％，
政令指定都市３０．７％，市区２６．２％，町村２２．６％。

第３節 様々な分野における女性の参画
●司法分野における女性割合は着実に増加。裁判官１５．４％，検察官１２．２％，弁護士１４．４％。
●新聞，放送業界における女性の参画は徐々に進展している。
●２００８年の日本のジェンダー・エンパワーメント指数（GEM）は１０８か国中５８位。

国の政策・方針決定
過程への女性の参画

（国会議員に占める女性割合）
国会議員に占める女性割合について，その推移を

みると，衆議院においては，戦後の一時期を除い
て，１～２％台で推移していた。その後，平成８年
（第４１回選挙）に小選挙区比例代表並立制が導入さ
れて以降増加し，２１年５月現在，９．２％（４４名）と
なっている。
また参議院においては，昭和２２年（第１回選挙）

の４．０％からおおむね増加傾向にあり，平成２１年５
月現在では１８．２％（４４名）となっている。

（立候補者，当選者に占める女性割合）
衆議院における立候補者及び当選者に占める女性

割合についてみると，昭和６１年以来，ともに着実に
増加していたが，平成１５年１１月執行の総選挙では減
少した。しかし，直近の１７年９月実施の総選挙では
立候補者に占める女性割合は若干増加し１３．０％とな

り，当選者に占める女性割合は過去最高の９．０％と
なった。これは，一部の政党において，女性候補者
を比例代表名簿上位に登載する積極的改善措置（ポ
ジティブ・アクション）を行った結果などが影響し
ていると考えられる（第１－１－１図）。
また参議院では，立候補者に占める女性割合は着
実に増加していたが，直近の平成１９年７月実施の通
常選挙では２４．１％となり，前回２０．６％と大きく減少
した数字が回復している。当選者に占める女性割合
は近年減少傾向にあったが，１９年７月執行の通常選
挙では２１．５％となり，前回の１２．４％から大きく増加
した（第１－１－２図）。

（国家公務員採用者に占める女性割合）
総務省・人事院「女性国家公務員の採用・登用の
拡大状況等のフォローアップの実施結果」（平成２０
年）によると，国家公務員採用 I種試験等（国家公
務員採用Ⅰ種試験，防衛省職員採用Ⅰ種試験その他
Ⅰ種試験に準ずる試験をいう。）の事務系区分につ
いて，平成２０年度の採用者に占める女性の割合は
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２４．２％となっており，１９年度の２５．１％に比べ０．９ポ
イント減少した。また，国家公務員採用 I種試験
等，Ⅱ種試験等及びⅢ種試験等の採用者に占める女
性割合は，Ⅲ種，Ⅱ種，I種の順で高くなってお
り，２０年度は，全試験において，前年に比べ減少し
ている（第１－１－３図）。

（上位の役職ほど低い国家公務員在職者に占める女
性割合）
行政職（一）俸給表適用者に占める女性割合につ
いて，役職段階別にみると，それぞれ増加傾向にあ
る。平成１９年度の在職者について，役職段階別に女
性割合をみると，係長級においては，女性が占める
割合は１７．０％であるが，役職段階が上がるにつれて

第１－１－１図 衆議院立候補者，当選者に占める女性割合の推移

第１－１－２図 参議院立候補者，当選者に占める女性割合の推移
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１．人事院資料，総務省・人事院「女性国家公務員の採用・登用の拡大状況等のフォローアップの実施結果」より
作成。

２．平成15年度以前（二重線の左側）における採用の割合は，国家公務員採用Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ種試験に合格して採用され
た者（独立行政法人に採用された者も含む。）のうち，防衛省，国会職員に採用された者を除いた数。

３．平成16年度以降（二重線の右側）における採用の割合は，国家公務員採用Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ種試験に合格して採用され
た者（独立行政法人又は国会職員に採用された者を除く。）に，防衛省職員採用Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ種試験及びその他準ず
る試験並びに20年度については再チャレンジ試験（ただし，皇宮護衛官，刑務官，入国警備官を除く。）に合格
して採用された者を加えた数。

４．平成20年度の採用割合は，20年４月30日現在の割合。                        

（備考） 
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第２節

女性割合は低くなっている（第１－１－４図）。

（依然として低い国家公務員管理職に占める女性割合）
本省課室長相当級である行政職俸給表（一）７級

以上及び指定職において女性が占める割合は，年々
増加してはいるものの平成１８年度において１．９％と
依然低くなっており，上位の級への女性の登用が課
題となっている（第１－１－５図）。

（着実に増加する国の審議会等における女性委員の
割合）
平成１８年４月の男女共同参画推進本部決定によ
り，審議会等の委員については，平成３２（２０２０）年
までに，政府全体として，男女いずれか一方の委員
の数が，委員の総数の１０分の４未満とならない状態
を達成するよう努め，そのための当面の目標とし
て，平成２２（２０１０）年度末までに，女性委員の割合
が少なくとも３３．３％となるよう努めることとされて
いる。また，専門委員等（委員とは別に，専門又は
特別の事項を調査審議するため必要があるとき，専

門委員，特別委員又は臨時委員の名称で置くことが
できるもの）についても，平成３２（２０２０）年までの
できるだけ早い時期に，政府全体として，女性委員
の割合が３０％となるよう努め，そのための当面の目
標として，平成２２（２０１０）年度末までに２０％となる
よう努めることとなっている。
内閣府では，毎年定期的に，国の審議会等におけ
る女性委員の参画状況について調査を行っている
が，平成２０年９月３０日現在，３２．４％となっており，
女性委員の割合は着実に増加している。一方，専門
委員等に占める女性の割合は，１５．１％にとどまって
おり，目標達成に向けて更なる取組が必要とされる
（第１－１－６図）。

地方公共団体の政策・方針
決定過程への女性の参画

（大都市ほど高い地方議会における女性の割合）
都道府県議会，市議会，町村議会，特別区議会の
女性議員の割合をみると，平成２０年１２月現在で，女
性議員の割合が最も高い特別区議会では２４．９％，政

第１－１－３図 国家公務員試験採用者に占める女性割合の推移
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る女性の割合。
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公務員の採用・登用の拡大状況等のフォローアップの実施結果」より作成。

２．調査対象は，平成15年度以前は，一般職給与法の行政職俸給表（一）及び指定職俸給表適用者であり，16年以
降はそれらに防衛省職員（行政職俸給表（一），指定職俸給表及び防衛参事官等俸給表適用者）が加わっている。
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令指定都市の市議会は１７．３％，市議会全体は
１２．１％，都道府県議会は８．２％，町村議会は７．８％と

なっており，都市部で高く郡部で低い傾向にある
（第１－１－７図）。

第１－１－４図 一般職国家公務員の役職段階別の女性割合（行政職（一））

第１－１－５図 国家公務員管理職に占める女性割合の推移
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第３節

（地方公務員採用試験における女性割合）
都道府県及び市区の地方公務員採用試験における

合格者に占める女性割合は，平成１９年度では，都道
府県採用試験の合格者で２４．６％，市区採用試験の合
格者で４８．２％となっており，都道府県より市区で高
くなっている。市区では５０％程度をほぼ横ばいで推
移しており，都道府県では７年度以降減少傾向に
あったが，１８年度から回復している（第１－１－８
図）。

（地方公務員管理職に占める女性割合）
地方公務員管理職に占める女性割合は増加傾向に

あるがなお低く，内閣府「地方公共団体における男
女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進
状況」（平成２０年度）によると，平成２０年では，都
道府県で５．４％，政令指定都市で８．２％，市区で
８．９％，町村で８．５％となっている（第１－１－９
図）。また，女性の登用を促進するために管理職登
用目標の設定を行っているのは都道府県・政令指定
都市で１９自治体となっており，その他の自治体にお
いても職域拡大等の取組を進めている。

（着実に増加する地方公共団体の審議会等における
女性委員の割合）
審議会等の女性委員の登用について，都道府県，
政令指定都市においては目標値を掲げて女性の登用
に努めており，女性委員の割合は着実に増加してい
る。平成２０年では，目標の対象である審議会等にお
ける女性委員割合は，都道府県で３２．６％，政令指定
都市で３０．７％，市区で２６．２％，町村で２２．６％となっ
ている（第１－１－１０図）。

様々な分野における
女性の参画

（着実に増加する司法分野における女性割合）
裁判官，検察官，弁護士に占める女性割合は，着
実に増加している。
司法試験合格者に占める女性割合は，年によって
増減があるが，平成２０年度は旧司法試験については
２７．１％，新司法試験については２７．３％である。ま
た，法曹養成に特化した教育を行う専門職大学院で
ある法科大学院において女子学生の比率は約３割を
占めていることから，今後の司法分野での女性の参
画拡大が期待される（第１－１－１１図）。

第１－１－６図 国の審議会等における女性委員割合の推移
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１．総務省資料より作成。
２．各年12月現在。 

（備考）
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市区合格者
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24.6
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１．総務省「地方公共団体の勤務条件等に関する調査」より作成。
２．女性合格者，男性合格者のほか，申込書に性別記入欄を設けていない試験があることから性別不明の合格者が

存在する。

（備考）
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第１－１－７図 地方議会における女性議員割合の推移

第１－１－８図 地方公務員採用試験合格者に占める女性割合の推移
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１．平成５年までは厚生労働省資料（各年６月１日現在），６年からは内閣府資料（平成15年までは各年３月31日現
在，16年以降は各年４月１日現在）より作成。       

２．平成15年までは都道府県によっては警察本部を含めていない。
３．市区には政令指定都市を含む。

（備考）
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１．内閣府資料より作成。平成15年までは各年３月31日現在。16年以降は４月１日現在。
２．平成19年以前の各都道府県及び各政令指定都市のデータは，それぞれの女性比率を単純平均。
３．市区には，政令指定都市を含む。

（備考）

（農山漁村における政策・方針決定過程への女性の
参画）
農林水産業に従事する女性は，それぞれの産業の

重要な担い手であるとともに，地域社会の活性化に
大きく貢献している。
しかしながら，農業委員会，農業協同組合，沿海

地区出資漁業協同組合など，地域における政策・方
針決定過程への女性の参画は徐々に増加しているも

のの，その比率はまだ低いものとなっている（第
１－１－１２表）。

（メディアにおける女性の参画）
新聞や放送などのメディア分野における女性の参
画は，提供する情報の内容が偏ることを防止した
り，性・暴力表現の規制等，メディアが自主的に女
性の人権に配慮した表現を行うように取り組んでい

第１－１－９図 地方公務員管理職に占める女性割合の推移

第１－１－１０図 地方公共団体の審議会等における女性委員割合の推移



５８ 第１部 男女共同参画社会の形成の状況

旧司法試験合格者

裁判官

弁護士

検察官

新司法試験合格者 27.3

27.1

15.4

14.4

12.2

１．弁護士については日本弁護士連合会事務局資料より作成。
２．裁判官については最高裁判所資料より作成。
３．検察官，司法試験合格者については法務省資料より作成。
４．司法試験合格者は各年度のデータ。

（備考）

（％）
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0
昭和51 53 55 57 59 61 63 平成2 64 8 1210 14 16 18 20（年）

く上で重要な役割を果たすものと期待されている。
新聞及び放送業界における女性の参画状況について
みると，新聞，民間テレビ・ラジオ，日本放送協会

の全従業員に占める女性の割合，女性記者の割合，
管理職割合は全体として徐々にではあるが増加して
いる（第１－１－１３図）。

年 度 昭和６０ 平成２ ７ １２ １４ １５ １６ １７ １８
農業委員数 ６４，０８０ ６２，５２４ ６０，９１７ ５９，２５４ ５８，６１３ ５７，８７５ ５６，３４８ ４５，３７９ ３９，９９７
うち女性 ４０ ９３ ２０３ １，０８１ ２，２６１ ２，３６９ ２，３９１ １，８６９ １，６８２
女性の割合 ０．０６ ０．１５ ０．３３ １．８２ ３．８６ ４．０９ ４．２４ ４．１２ ４．２１

農協個人正組合員数 ５，５３５，９０３ ５，５３７，５４７ ５，４３２，２６０ ５，２４０，７８５ ５，１４９，９４０ ５，０９８，８６２ ５，０４５，４７２ ４，９８８，０２９ ４，９３１，８５３
うち女性 ５７４，３５３ ６６７，４６８ ７０７，１１７ ７４６，７１９ ７８３，８０６ ７８７，９６５ ７８６，３５７ ８０４，５８３ ８１２，５０８
女性の割合 １０．３８ １２．０５ １３．０２ １４．２５ １５．２２ １５．４５ １５．５９ １６．１３ １６．４７

農協役員数 ７７，４９０ ６８，６１１ ５０，７３５ ３２，００３ ２６，０７６ ２４，７８６ ２３，７４２ ２２，７９９ ２２，０３５
うち女性 ３９ ７０ １０２ １８７ ２６６ ３００ ３６４ ４３８ ４６５
女性の割合 ０．０５ ０．１０ ０．２０ ０．５８ １．０２ １．２１ １．５３ １．９２ ２．１１

漁協個人正組合員数 ３８１，７５８ ３５４，１１６ ３１７，５５３ ２７５，７１５ ２６０，２８６ ２５２，３３０ ２４４，３３５ ２３２，４１４ ２２５，３６３
うち女性 ２１，１８０ ２０，４２５ １８，３３７ １５，６５５ １５，１４５ １５，４２６ １５，３７３ １５，８３０ １５，８５４
女性の割合 ５．５５ ５．７７ ５．７７ ５．６８ ５．８２ ６．１１ ６．２９ ６．８１ ７．０３

漁協役員数 ２２，５６３ ２２，０２２ ２０，４４９ １７，９７４ １６，４０１ １５，７０５ １５，１０５ １３，８６１ １２，９６５
うち女性 １３ ２２ ２９ ４３ ４９ ４８ ５０ ４５ ４６
女性の割合 ０．０６ ０．１０ ０．１４ ０．２４ ０．３０ ０．３１ ０．３３ ０．３２ ０．３５

（単位：人，％）

（備考）１．農林水産省資料より作成。
２．農業委員とは，市町村における独立の行政委員会である農業委員会の委員であり，農業者の代表として公選等により選出される。

農業委員会は，農地法に基づく農地の権利移動の許可等の法令に基づく業務のほか，農地の流動化，担い手の育成等，構造政策
の推進に係る業務を行っている。

３．農業委員については，各年１０月１日現在。ただし，昭和６０年は８月１日現在。
４．農協については，各事業年度末（農協により４月末～３月末）現在。
５．漁協については，各事業年度末（漁協により４月末～３月末）現在。
６．漁協は，沿海地区出資漁業協同組合の数値である。

第１－１－１１図 司法分野における女性割合の推移

第１－１－１２表 農業委員会，農協，漁協への女性の参画状況の推移
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全従業員に占める女性の割合

（社）日本新聞協会資料より作成。（備考）
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（社）日本民間放送連盟資料より作成。（備考）

日本放送協会資料より作成。（備考）

平成11 12 13 14 15 16 17 18 20 （年）

平成11 12 13 14 15 16 17 18 20

19

19

19 （年）

新　　聞

民間放送

日本放送協会

（国際的にみても低い水準にある我が国の状況）
２００８（平成２０）年に国連開発計画（UNDP）が発
表した「人間開発報告書」によると，日本は人間開
発指数（HDI）が測定可能な１７９か国中８位である
のに対し，ジェンダー・エンパワーメント指数
（GEM）は測定可能な１０８か国中５８位となっている。
また，世界経済フォーラムが２００８（平成２０）年に発
表したジェンダー・ギャップ指数（GGI）は測定可
能な１３０か国中９８位となっている。

GEM及び GGI の順位はHDI の順位に比して低
く，我が国は，人間開発の達成度では実績を上げて
いるが，男女の格差が大きく，女性が政治・経済活
動に参加し，意思決定に参加する機会が不十分であ
ることが分かる。
GEMの上位５か国は，スウェーデン，ノルウェー，
フィンランド，デンマーク，アイスランドである
が，これらの国では，その他の指標においても順位
が高い傾向にある（第１－１－１４表）。

第１－１－１３図 各種メディアにおける女性の割合



６０ 第１部 男女共同参画社会の形成の状況

順位 国 名 HDI 値 順位 国 名 GEM値
１ アイスランド ０．９６８ １ スウェーデン ０．９２５
２ ノルウェー ０．９６８ ２ ノルウェー ０．９１５
３ カナダ ０．９６７ ３ フィンランド ０．８９２
４ オーストラリア ０．９６５ ４ デンマーク ０．８８７
５ アイルランド ０．９６０ ５ アイスランド ０．８８１
６ オランダ ０．９５８ ６ オランダ ０．８７２
７ スウェーデン ０．９５８ ７ オーストラリア ０．８６６
８ 日本 ０．９５６ ８ ドイツ ０．８５２
９ ルクセンブルク ０．９５６ ９ ベルギー ０．８４１
１０ スイス ０．９５５ １０ スイス ０．８２９
１１ フランス ０．９５５ １１ カナダ ０．８２９
１２ フィンランド ０．９５４ １２ スペイン ０．８２５
１３ デンマーク ０．９５２ １３ ニュージーランド ０．８２３
１４ オーストリア ０．９５１ １４ 英国 ０．７８６
１５ 米国 ０．９５０ １５ シンガポ－ル ０．７８２
１６ スペイン ０．９４９ １６ トリニダード・トバゴ ０．７８０
１７ ベルギー ０．９４８ １７ フランス ０．７８０
１８ ギリシャ ０．９４７ １８ 米国 ０．７６９
１９ イタリア ０．９４５ １９ オーストリア ０．７４８
２０ ニュージーランド ０．９４４ ２０ ポルトガル ０．７４１
２１ 英国 ０．９４２ ２１ イタリア ０．７３４
２２ 香港（中国） ０．９４２ ２２ バハマ ０．７３０
２３ ドイツ ０．９４０ ２３ アイルランド ０．７２７
２４ イスラエル ０．９３０ ２４ アラブ首長国連邦 ０．６９８
２５ 韓国 ０．９２８ ２５ アルゼンチン ０．６９２
２６ スロベニア ０．９２３ ２６ ギリシャ ０．６９１
２７ ブルネイ ０．９１９ ２７ コスタリカ ０．６９０
２８ シンガポ－ル ０．９１８ ２８ キューバ ０．６７４
２９ クウェート ０．９１２ ２９ イスラエル ０．６６２
３０ キプロス ０．９１２ ３０ エストニア ０．６５５
３１ アラブ首長国連邦 ０．９０３ ３１ チェコ ０．６５０
３２ バーレーン ０．９０２ ３２ マケドニア旧ユーゴスラビア ０．６４４
３３ ポルトガル ０．９００ ３３ ラトビア ０．６４４
３４ カタール ０．８９９ ３４ スロバキア ０．６３８
３５ チェコ ０．８９７ ３５ バーレーン ０．６２７
３６ マルタ ０．８９４ ３６ ペルー ０．６２７
３７ バルバドス ０．８８９ ３７ スロベニア ０．６２５
３８ ハンガリー ０．８７７ ３８ クロアチア ０．６２２
３９ ポーランド ０．８７５ ３９ ポーランド ０．６１８
４０ チリ ０．８７４ ４０ ナミビア ０．６１６
４１ スロバキア ０．８７２ ４１ キプロス ０．６１５
４２ エストニア ０．８７１ ４２ リトアニア ０．６１４
４３ リトアニア ０．８６９ ４３ バルバドス ０．６１４
４４ ラトビア ０．８６３ ４４ ブルガリア ０．６０５
４５ クロアチア ０．８６２ ４５ エクアドル ０．６０５
４６ アルゼンチン ０．８６０ ４６ スリナム ０．６０４
４７ ウルグアイ ０．８５９ ４７ メキシコ ０．６０３
４８ キューバ ０．８５５ ４８ タンザニア ０．６００
４９ バハマ ０．８５４ ４９ パナマ ０．５９７
５０ コスタリカ ０．８４７ ５０ ホンジュラス ０．５９０
５１ メキシコ ０．８４２ ５１ ウガンダ ０．５９０
５２ リビア ０．８４０ ５２ セントルシア ０．５９０
５３ オマーン ０．８３９ ５３ レソト ０．５８９
５４ セーシェル ０．８３６ ５４ ハンガリー ０．５８６
５５ サウジアラビア ０．８３５ ５５ ガイアナ ０．５８６
５６ ブルガリア ０．８３４ ５６ セルビア ０．５８４
５７ トリニダード・トバゴ ０．８３３ ５７ ベネズエラ ０．５７７
５８ パナマ ０．８３２ ５８ 日本 ０．５７５
５９ アンティグア・バーブーダ ０．８３０ ５９ キルギス ０．５７３
６０ セントクリストファー・ネーヴィス ０．８３０ ６０ ドミニカ共和国 ０．５６１

順位 国 名 GGI 値
１ ノルウェー ０．８２４
２ フィンランド ０．８２０
３ スウェーデン ０．８１４
４ アイスランド ０．８００
５ ニュージーランド ０．７８６
６ フィリピン ０．７５７
７ デンマーク ０．７５４
８ アイルランド ０．７５２
９ オランダ ０．７４０
１０ ラトビア ０．７４０
１１ ドイツ ０．７３９
１２ スリランカ ０．７３７
１３ 英国 ０．７３７
１４ スイス ０．７３６
１５ フランス ０．７３４
１６ レソト ０．７３２
１７ スペイン ０．７２８
１８ モザンビーク ０．７２７
１９ トリニダード・トバゴ ０．７１４
２０ モルドバ ０．７２４
２１ オーストラリア ０．７２４
２２ 南アフリカ ０．７２３
２３ リトアニア ０．７２２
２４ アルゼンチン ０．７２１
２５ キューバ ０．７２０
２６ バルバドス ０．７１９
２７ 米国 ０．７１８
２８ ベルギー ０．７１６
２９ オーストリア ０．７１５
３０ ナミビア ０．７１４
３１ カナダ ０．７１４
３２ コスタリカ ０．７１１
３３ ベラルーシ ０．７１０
３４ パナマ ０．７１０
３５ エクアドル ０．７０９
３６ ブルガリア ０．７０８
３７ エストニア ０．７０８
３８ タンザニア ０．７０７
３９ ポルトガル ０．７０５
４０ モンゴル ０．７０５
４１ キルギス ０．７０５
４２ ロシア ０．６９９
４３ ウガンダ ０．６９８
４４ ジャマイカ ０．６９８
４５ カザフスタン ０．６９８
４６ クロアチア ０．６９７
４７ ホンジュラス ０．６９６
４８ ペルー ０．６９６
４９ ポーランド ０．６９５
５０ コロンビア ０．６９４
５１ スロベニア ０．６９４
５２ タイ ０．６９２
５３ マケドニア ０．６９１
５４ ウルグアイ ０．６９１
５５ ウズベキスタン ０．６９１
５６ イスラエル ０．６９０
５７ 中国 ０．６８８
５８ エルサルバドル ０．６８８
⌇⌇
９８ 日本 ０．６４３

①HDI
（人間開発指数）

②GEM
（ジェンダー・エンパワーメント指数）

③GGI
（ジェンダー・ギャップ指数）

（備考）１．国連開発計画（UNDP）「Human Development Indices: A statistical update ２００８」及び世界経済フォーラム「The Global Gender
Gap Report２００８」より作成。

２．測定可能な国数は，HDI は１７９か国，GEMは１０８か国，GGI は１３０か国。

第１－１－１４表 HDI，GEM，GGI における日本の順位
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（注）
HDI 人間開発指数（Human Development Index）
国連開発計画（UNDP）による指標で，「長寿を全うできる健康的な生活」，「教育」及び「人間らし

い生活水準」という人間開発の３つの側面を簡略化したもの。具体的には，平均寿命，教育水準（成人
識字率と就学率），調整済み一人当たり国民所得を用いて算出している。

GEM ジェンダー・エンパワーメント指数（Gender Empowerment Measure）
国連開発計画（UNDP）による指標で，女性が政治及び経済活動に参加し，意思決定に参加できるか

どうかを測るもの。HDI が人間開発の達成度に焦点を当てているのに対して，GEMは，能力を活用す
る機会に焦点を当てている。
具体的には，国会議員に占める女性割合，専門職・技術職に占める女性割合，管理職に占める女性割

合，男女の推定所得を用いて算出している。

GGI ジェンダー・ギャップ指数（Gender Gap Index）
世界経済フォーラムが，各国内の男女間の格差を数値化しランク付けしたもので，経済分野，教育分

野，政治分野及び保健分野のデータから算出され，０が完全不平等，１が完全平等を意味している。
GEMが，国の開発レベルの影響を受け，必ずしも男女間格差を示せないことに比べ，性別による格差
を明らかにできる。
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第2章第2章 就就業業分分野野ににおおけけるる男男女女共共同同参参画画

本 章 の ポ イ ン ト

第１節

第１節 就業者をめぐる状況
●労働力人口は男女とも減少。
●非正規雇用者は引き続き増加。
●新規学卒就職者で高学歴化が進展。大卒割合には男女差。

第２節 就労の場における女性
●女性の勤続年数は長期化傾向にあるが，管理職に占める女性割合は依然として少ない。
●給与所得は男女で大きな差。

第３節 雇用環境の変化
●大学生の就職内定率は下降。
●共働き世帯が増加傾向で推移する一方，片働き世帯は減少。

就業者をめぐる状況

（労働力人口の推移）
総務省「労働力調査」（平成２０年）によると，労

働力人口は平均６，６５０万人で，前年に比べ１９万人減
少し，４年ぶりの減少となった。男女別にみると，
男性が３，８８８万人（前年比１８万人減）で２年ぶりの
減少となり，女性は２，７６２万人（前年比１万人減）
で５年ぶりの減少となった。昭和５０年以降でみる
と，労働力人口に女性が占める割合は６３年に４割を
超え，平成２０年は４１．５％となっている。
労働力人口比率（１５歳以上人口に占める労働力人

口の割合。以下「労働力率」という。）をみると，
平成２０年平均は６０．２％で前年比０．２ポイントの低下
となった。性別の労働力率では，女性は４８．４％で前
年比０．１ポイントの低下，男性は７２．８％で前年比０．３
ポイントの低下となった。

（女性の年齢階級別労働力率（M字カーブ）の変化）
女性の年齢階級別労働力率について昭和５０年から
ほぼ１０年ごとの変化をみると，現在も依然として
「M字カーブ」を描いているものの，そのカーブ
は以前に比べかなり浅くなっており，M字部分の
底となっている年齢階級も変化している。

昭和５０年では２５～２９歳（４２．６％）及び３０～３４歳（４３．９％）
の２つの年齢階級が底となっていたが，２５～２９歳の
労働力率は次第に上がり，平成２０年（７６．１％）では，
年齢階級別で最も高い労働力率となっている。M
字の底は２０年をみると３０～３４歳（６５．１％）及び３５～
３９歳（６４．９％）の２つの年齢階級が底となっている。
しかしながら，３０～３４歳においても，７年からの１３
年間だけで労働力率が１１．４ポイントも上昇してお
り，M字カーブは台形に近づきつつある。
このM字カーブの変化は，女性の晩婚・晩産化
による子育て年齢の上昇を反映したものと考えられ
る（第１－特－２０図（再掲））。

（女性の約８割が第３次産業従事者）
産業別に就業者割合をみると，男女ともに第１次
産業はほぼ一貫して低下する一方，第３次産業の割
合が高まってきている。女性で特にその傾向が顕著
であり，第１次産業，第２次産業の割合はほぼ一貫
して低下し，平成２０年には約８割が第３次産業の就
業者となっている。これに対し男性は，女性に比し
て第１次産業，第２次産業とも低下が緩やかであ
り，２０年においてもその就業者は４割程度を占めて
いる（第１－２－１図）。
職業別の就業者割合についてみると，男女とも農
林漁業作業者の割合が大きく減少してきたことが目
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１．総務省「労働力調査」より作成。
２．分類不能の産業を除いているため，合計が100％にならない場合もある。
３．第１次産業：「農林業」及び「漁業」，第２次産業：「鉱業」，「建設業」及び「製造業」，第３次産業：上記以

外の産業（分類不能の産業は含まない）。
４．日本標準産業分類の改訂に伴い，平成14年以前は製造業の一部として第２次産業に含まれていた「もやし製

造業」が15年以降は第１次産業に，同様に製造業の一部として第２次産業に含まれていた「新聞業」及び「出
版業」が第３次産業となったので，時系列比較には注意を要する。

（備考）

第3次産業第2次産業第1次産業

〈女性〉 〈男性〉
020406080100（%） 0 20 40 60 80 100（%）

平成20年

平成17年

平成12年

平成7年

平成2年

昭和60年

昭和50年

昭和40年44.6

55.6

60.8

63.8

68.3

72.7

77.3

78.5 16.2

17.1

21.3

27.3

28.3

24.8

27.4

24.9 30.5

16.9

10.6

8.5

6.5

5.5

4.5

4.2 4.2

4.4

4.7

5.2

6.3

7.6

10.1

18.9 36.4

39.9

38.3

37.9

38.4

37.2

34.0

33.6 61.0

60.5

57.5

56.0

55.2

53.7

49.8

44.6

立っている。製造・制作・機械運転及び建設作業者
の割合は，女性はほぼ一貫して低下しており，男性
は近年低下傾向にあるものの，現在でも最も割合が
高くなっている。男女とも専門的・技術的職業従事
者，事務従事者，保安職業・サービス職業従事者の
割合は増加傾向にあり，特に女性において顕著で
あって，平成２０年にはこれら３つの職業で６割を超
えている（第１－２－２図）。

（就業者に占める雇用者割合の上昇）
就業者を従業上の地位別にみると，就業者に占め

る雇用者の割合が上昇し続け，自営業者及び家族従
業者の割合は低下し続けている。平成２０年では，就
業者に占める雇用者割合は女性８７．０％，男性８６．１％
となっている（第１－２－３図）。

（増加する非正規雇用者）
雇用者のうち，正規の職員・従業者に占める女性

割合は約３割で，昭和６０年以降，おおむね横ばいで
推移している。一方，全体の女性雇用者数は増加し
ており，非正規雇用者数の増加がみられる。非正規
雇用者数は男性でも増加している。

正規の職員・従業員が役員を除く雇用者（非農林
業）全体に占める割合を男女別にみると，女性は昭
和６０年に６８．１％であったが，平成２０年には４６．５％に
まで減少している。男性についても，昭和６０年は
９２．８％であったが，平成２０年には８０．９％に減少して
いる。男女ともパート・アルバイトなどの非正規雇
用者の割合が上昇しており，特に女性はその割合が
昭和６０年の３１．９％から平成２０年には５３．５％にまで上
昇しており，過半数を占めるに至っている（第１－
特－２４図（再掲））。
また，近年，パート・アルバイトという形態の非
正規雇用のほかに，非正規労働者に占める割合はそ
れほど高くないものの，派遣労働者が増加してい
る。総務省「労働力調査」（平成２０年）によると，
平成２０年の労働者派遣事業所の派遣社員数は１４０万
人で，前年より７万人増となっている（第１－２－
４図）。

（企業が進める非正社員の雇用）
独立行政法人労働政策研究・研修機構「多様化す
る就業形態の下での人事戦略と労働者の意識に関す
る調査」（平成１８年）によると，パートタイマーや

第１－２－１図 産業別就業者構成比の推移
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１．総務省「労働力調査」より作成。
２．職業分類の改訂により，昭和55年以前には「保安職業，サービス職業従事者」に分類されていた「清掃員」

は，56年以降は「労務作業者」に含まれるので，時系列比較には注意を要する。

（備考）

事務従事者管理的職業従事者専門的・技術的職業従事者
農林漁業作業者保安職業，サービス職業従事者販売従事者
その他労務作業者製造・制作・機械運転

及び建設作業者

〈女性〉 〈男性〉
020406080100（%） 0 20 40 60 80 100（%）

 平成20年

平成17年

平成12年

平成7年

平成2年

昭和60年

昭和50年

昭和40年4.4

2.7

4.4

4.7

5.2

5.8

6.1

6.2

5.1

8.0

10.6

11.4

13.1

14.5

16.4

16.7

5.0

6.3

8.4

10.8

11.7

12.4

13.6

13.6

6.1

7.2

6.7

6.6

6.2

6.3

6.3

6.3

13.0

12.4

12.9

12.4

12.9

13.3

13.1

13.5

12.1

14.0

15.3

15.6

15.1

14.9

14.8

14.5

30.0

34.9

33.4

31.6

31.6

30.5

28.9

28.7

5.6

6.3

6.5

6.6

18.7

10.0

7.5

7.2

7.8

8.9

9.2

1.2

1.1

0.9

0.8

0.9

0.9

6.3

5.3

1.5

1.4

4.3

4.0

20.3

22.4

22.4

20.9

29.9

16.8

10.5

8.4

18.1

15.8

13.0

12.3

10.3

12.8

11.8

11.4

12.8

14.4

16.2

16.8

14.4

14.4

14.1

14.2

13.8

13.0

13.0

12.3

14.1

21.2

24.7

27.4

29.0

29.6

28.9

29.7

0.3

0.6

0.6

0.7

0.8

0.7

0.7

0.6

4.4

6.0

5.6

5.9 6.3

5.6

4.9

4.6

4.2

5.1

2.9

3.7

4.2

4.5

5.1

5.5

5.7

5.2

4.8

4.4

4.2

平成20年

平成17年

平成12年

平成7年

平成2年

昭和60年

昭和50年

昭和40年

１．総務省「労働力調査」より作成。
２．他に「従業上の地位不詳」のデータがあるため，合計しても100％にならない。

（備考）

雇用者家族従業者自営業者

〈女性〉 〈男性〉
020406080100（%） 0 20 40 60 80 100（%）

48.6

59.8

67.2

72.3

78.3

81.4

84.7

87.0 6.9

8.6

10.6

16.7

20.0

12.5

25.7

36.8 14.5

14.3

12.5

10.7

9.0

7.8

6.3

5.6 12.3

13.0

13.8

14.3

16.3

17.9

20.1

23.4 7.8

3.9

2.8

2.5

1.8

1.7

1.5

1.1 86.1

85.0

84.3

83.7

80.8

78.9

75.8

68.8

派遣労働者，契約社員などの非正社員の割合が３年
前と比較して「上昇している」とした事業所の割合
は３３．９％である。また，これら非正社員の割合が上

昇しているとする事業所に，その影響について聞い
たところ，「人件費の総額を削減できた」（７８．３％），
「正社員の数を減らすことができた」（６２．７％）な

第１－２－２図 職業別就業者構成比の推移（性別）

第１－２－３図 就業者の従業上の地位別構成比の推移（性別）
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１．平成13年以前は総務省｢労働力調査特別調査｣（各年２月），14年以降は総務省｢労働力調査（詳細集計）｣より作成。
２．「労働力調査特別調査」と「労働力調査（詳細集計）」とでは，調査方法，調査月などが相違することから，            

時系列比較には注意を要する。

（備考）

労働者派遣事業所の派遣社員数
うち女性派遣社員数

１．（独）労働政策研究・研修機構「多様化する就業形態の下での人事戦略と労働者の意識に関する調査」（平成18年）よ
り作成。

２．設問では，他に，「正社員がより高度な仕事に専念できるようになった」，「正社員の労働時間が短くなった」，「外部
から新たなノウハウを導入できるようになった」ほか11項目についてもきいているが，この図では割愛している。

（備考）

0 20 40 60 80 100（％）

78.3 18.3
3.4

62.7 32.2 5.1

37.3 59.0
3.7

36.9 58.6 4.4

人件費の総額を削減できた

正社員の数を減らすことができた

一部の正社員に仕事が過度に集中するようになった

技術・ノウハウの蓄積・伝承が困難になった

どちらかといえばそうである どちらかといえばそうではない 無回答

ど，人件費削減効果について肯定する事業所が多く
なっている（第１－２－５図）。

（雇用者の高学歴化の進展）
雇用者の学歴構成の推移をみると，男女ともに中

卒，高卒は減少傾向にある一方で高専・短大卒及び
大学・大学院卒は増加傾向にある。これは，近年の
高等教育機関への進学率上昇に伴い，新規学卒就職

者が高学歴化しているためと考えられる。
男女別にみると，女性については，雇用者に占め
る大学・大学院卒の割合は上昇傾向にあり，平成２０
年では１８．４％となっている。しかしながら，女性雇
用者全体に占める割合は，高専・短大卒の方が大
学・大学院卒より依然高くなっている。男性につい
ては，大学・大学院卒の割合は２０年で３６．２％と，女
性よりもかなり高くなっている（第１－２－６図）。

第１－２－４図 労働者派遣事業所の派遣社員数の推移

第１－２－５図 非正社員の割合が上昇することによる影響
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厚生労働省「賃金構造基本統計調査」より作成。（備考）

大学・大学院卒高専・短大卒高卒中卒

平成17年

平成20年

平成12年

平成7年

平成2年

昭和60年

100（％） （％）80 60 40 20 0 0 20 40 60 80 100

25.656.214.04.3

18.357.518.95.2

12.955.424.07.7

8.251.029.011.7

5.148.329.417.2

4.146.730.818.4

22.73.947.825.7

25.15.050.519.4

27.46.951.014.7

31.09.149.610.4

35.89.247.57.4

36.210.247.46.2

〈女性〉 〈男性〉

第２節 就労の場における女性

（有配偶者で低い女性の労働力率）
女性の年齢階級別労働力率を未婚者，有配偶者別

にみると，２０歳代から４０歳代にかけて有配偶者の労
働力率は未婚者の労働力率よりかなり低くなってい
る。未婚者は２０歳代後半をピークに年齢とともに
徐々に下降するのに対し，有配偶者では４０歳代後半
がピークとなっており，この傾向は昭和５０年，平成
２年，２０年とも変わらない。
有配偶女性について，年齢階級別に年を追ってみ

ると，２０歳代後半の労働力率は過去に比べ大きく上
昇しているが，３０歳代前半の変化はそれほど大きく
なく，平成２０年の３０歳代後半の労働力率は，むしろ
２年よりも低くなり，昭和５０年の水準に近づきつつ
ある。これは，子育ての時期が遅くなったことによ
り，労働市場から離れる時期が高い年齢層に移行し
たことも影響していると考えられる（第１－２－７
図）。

（女性の勤続年数は長期化傾向）
女性雇用者の勤続年数には長期化傾向がみられ

る。厚生労働省「賃金構造基本統計調査」（平成２０
年）によると，平成２０年の雇用者のうち女性の平均
年齢は３９．１歳，平均勤続年数は８．６年であった。男

性は平均年齢４１．７歳，平均勤続年数１３．１年となって
いる。女性の雇用者構成を勤続年数階級別にみる
と，１０年以上の勤続者割合も上昇傾向にある（第
１－２－８図）。

（管理職に占める女性割合の推移）
女性の勤続年数は徐々に長期化傾向にあるが，管
理職に占める女性割合は依然として少ない。
総務省「労働力調査」（平成２０年）によると，管

理的職業従事者（公務及び学校教育を除く）に占め
る女性の割合は，平成２０年は９．８％で，依然として
低い水準にある。
厚生労働省「賃金構造基本統計調査」（平成２０年）

で女性管理職を役職別にみると，係長相当職の割合
が最も高く，平成２０年は１２．７％となっている。ま
た，上位の役職では女性の割合が低く，課長相当職
は６．６％，部長相当職では４．１％と上昇傾向にはある
ものの極めて低くなっている（第１－特－２３図（再
掲））。

（就業形態や役職，勤続年数の違いを背景とした男
女の給与所得格差，女性の６割以上が３００万円以下
の所得者）
男女の給与所得には大きな差がある。
国税庁「民間給与実態統計調査」（平成１９年度）

により１年間を通じて勤務した給与所得者について

第１－２－６図 学歴別一般労働者の構成割合の推移
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25 ～ 29年 30年以上

厚生労働省「賃金構造基本統計調査」より作成。（備考）
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総務省「労働力調査」より作成。（備考）

男女別に給与水準をみると，３００万円以下の所得者
の割合が男性では２１．２％であるのに対し，女性では
６６．０％に達している。また，７００万円超の者は，男
性では２２．１％となっているのに対し，女性では
３．１％に過ぎない（第１－２－９図）。
この状況の背景としては，正社員に比べて賃金水

準が低い短時間労働に女性の就労が多いなど，雇用
形態において男女間に違いがあること，また，パー
トタイム等に従事する女性では，収入が一定範囲を

超えないよう調整する者もいることなどが考えられ
る。さらに，正規雇用者であっても，役職や残業時
間，勤続年数の男女差が大きく影響しているものと
考えられる。

（賃金格差は，一般男女労働者間は長期的には縮小
傾向，短時間労働者と一般労働者間もやや縮小）
正規雇用者など一般労働者における男女の１時間
当たり平均所定内給与額の差は，長期的に縮小傾向

第１－２－８図 勤続年数階級別雇用者構成割合の推移（性別）

第１－２－７図 配偶関係別女性の年齢階級別労働力率の推移
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国税庁「民間給与実態統計調査」（平成19年度）より作成。（備考）
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第３節

にあり，平成２０年については，男性一般労働者の給
与水準を１００としたとき，女性一般労働者の給与水
準は６９．０となっている。
次に男性一般労働者と男女の短時間労働者の給与

格差についてみると，平成２０年では，男性一般労働
者の給与水準を１００としたとき，男性短時間労働者
は５３．３となっており，前年に比べ０．５ポイント縮小
し，依然としてその格差は大きい。また，男性の一
般労働者と女性短時間労働者では，女性の短時間労
働者の給与水準は男性一般労働者の４２～４８台をほぼ
横ばいで推移しており，２０年は４８．５と，前年に比べ
０．８ポイント格差が縮小しているものの，依然非常
に低い水準にとどまっている（第１－特－２２図（再
掲））。

雇用環境の変化

（雇用をめぐる情勢）
平成２０年の企業の法的整理による倒産件数は１万

２，６８１件で，前年比１５．７％の増加となっており，急
速な景気後退を受け，中小・零細業者を中心に増加
するとともに，近年減少傾向であった大型倒産が建
設業，不動産業を中心に急増した（（株）帝国デー
タバンク調べ）。
また，厚生労働省「毎月勤労統計調査」によれば，

平成２０年の月間平均現金給与総額は前年比０．３％の

減少となっている。
一方，総務省「労働力調査」（平成２０年）による
と，平成２０年平均の完全失業者数は２６５万人で，男
女とも６年ぶりに増加となった。完全失業率につい
ても，平成２０年平均で４．０％となり，６年ぶりの上
昇となった。年齢階級別にみると，最も高い１５～２４
歳層では，前年に比べ男女とも若干低下しているも
のの，１５～２４歳以外の各年齢階級では，男女ともに
前年に比べ上昇となった。
さらに，厚生労働省「平成２０年度大学等卒業予定
者就職内定状況調査（平成２１年２月１日現在）」に
より，大学生の就職内定率をみると，男女とも前年
同期を下回っている。

（共働き世帯は増加傾向で推移）
昭和５５年以降，夫婦ともに雇用者の共働き世帯は

年々増加し，平成９年以降は共働きの世帯数が男性
雇用者と無業の妻からなる片働き世帯数を上回って
いる。２０年では，男性雇用者と無業の妻からなる片
働き世帯は８２５万世帯となっている（第１－特－１７
図（再掲））。
その背景として，女性の社会進出に対する意識変
化や，経済情勢の変化などがあると考えられる。

第１－２－９図 給与階級別給与所得者の構成割合（性別）
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第3章第3章 仕仕事事とと生生活活のの調調和和
（（ワワーークク・・ラライイフフ・・ババラランンスス））

本 章 の ポ イ ン ト

第１節

第１節 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）をめぐる状況
●仕事と生活の調和の認知度は約１割にとどまっている。
●女性のライフステージに応じた働き方の希望と現実をみると，子どもが小さな時期は働きたくない
という人もいるが，子どもが中学生以上では９割以上の人が働くことを希望している。

●育児休業制度を利用したいと思う男性の割合は約３割だが，育児休業取得率は１．５％程度にとど
まっている。

●３０～４０歳代の男性を中心に，長時間労働が常態化している。

第２節 働く場としての企業における仕事と生活の調和
●仕事と生活の調和推進は，企業に多様なメリットをもたらす。
●しかし，仕事と生活の調和の推進に当たっては，様々な懸念事項を払拭する必要がある。本節で
は，企業の具体的な取組事例とその効果を紹介した。

第３節 女性にとっての仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の重要性
●育児休業を取得している女性は増えているが，出産前後に継続就業している割合は増えておらず，
女性の就業継続をめぐる状況は依然として厳しい。

●夫婦の生活時間の状況をみると，男性の家事・育児・介護等に関わる時間は，妻の就業状況に関わ
らず３０分程度と非常に短い。

●働き方の見直しや意識改革を図るなど仕事と生活の調和の推進に向けた取組が重要である。

仕事と生活の調和（ワーク・ラ
イフ・バランス）をめぐる状況

（仕事と生活の調和の認知度）
内閣府「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バ

ランス）に関する特別世論調査」（平成２０年）によ
ると，仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バラン
ス）という言葉をどの程度ご存知ですか，という質
問に対し，「名前を聞いたことがある」人の割合は
約４割となっているが，「名前も内容も知っている」
人の割合は約１割にとどまっており，まだ十分に知
られていないことが分かる（第１－３－１図）。

（仕事と生活の調和に関する希望と現実）
また，同世論調査において，全国２０歳以上の者
に，「仕事」，「家庭生活」，「地域・個人の生活」の
優先度についての希望と現実を聞いたところ，全体
としては，男女ともに「仕事と家庭生活をともに優

先したい」といった複数の活動をバランスよく行い
たいとする人の割合が高くなっているが，現実に
は，「仕事」あるいは「家庭生活」など，単一の活
動を優先している人の割合が高い傾向がみられる。
とりわけ，男性の２０～４０歳代では，現実に仕事を優
先している人の割合が５割程度と高く，３０歳代の女
性では家庭生活を現実に優先している人の割合が５
割程度となっている。また，６０歳代以上では，「家
庭生活を優先したい」人の割合が高いが，現実に優
先している人の割合はそれ以上に高く，希望と現実
の乖離がみられる（第１－３－２図）。

（女性のライフステージに応じた働き方の希望と現実）
女性の働き方の希望は，結婚・出産や子どもの年
齢とともに変化している。子どもが小さな時期は，
働きたくないという人もいるが，子どもが中学生以
上では９割以上の人が働くことを希望している。働
き方も子どもの年齢があがるとともにフルタイムで
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内閣府「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）に関する特別世論調査」（平成20年６月調査）より作成。（備考）
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働くことを希望する人が増えるなど変化がみられ
る。一方，現状をみると，働いていない人が希望よ
りも多く，働き方も多くがパート・アルバイトに集
中しており，希望と現実の間にギャップがみられる
（第１－３－３図）。

（男性の育児参画の希望と現実）
厚生労働省「今後の仕事と家庭の両立支援に関す

る調査結果」（平成２０年）によると，育児休業制度
を「利用したいと思う」男性の割合は３１．８％，育児
のための短時間勤務制度を利用したい男性の割合は
３４．６％となっている（第１－特－５２表（再掲））。し
かし，男性の育児休業取得率をみると，平成１９年は
１．５６％と低く，制度を利用したいと思っているもの
の実際には利用していない男性が少なからずいるこ
とが分かる。

（地域の活動への参加を妨げる要因）
個人の活動には，仕事，家庭生活，個人の自己啓

発，地域活動など様々な活動が含まれる。内閣府
「国民生活選好度調査」により，NPOやボランティ
ア，地域での活動に参加する際に苦労すること，ま

たは参加できない要因となることをみると，「活動
する時間がないこと」が最も多くなっている（第１－
３－４図）。

（長時間労働と心身の状況）
前述の世論調査では２０歳代から４０歳代の男性が希

望に反して仕事優先となっている現状がうかがえる
が（第１－３－２図（再掲）），総務省「労働力調査」
により実際の就業時間の状況をみると，週３５時間以
上働く者のうち週６０時間以上働く者の割合は，３０歳
代，４０歳代が最も高く，約２割の就業者が週６０時間
以上働いていることになる（第１－特－４４図（再
掲））。
こうした長時間労働は，心身の状況にも影響を与
えている。労働者に対する意識調査をみると，「一
日の仕事で疲れ退社後何もやる気になれない」と感
じることが「いつも」あるいは「しばしば」ある人
の割合は，月間の超過労働時間が５０時間を超えると
約６割から７割となっている。残業が多いほど，仕
事で疲れて退社後何もやる気になれないと感じてい
る割合が高いということが分かる（第１－３－５
図）。

第１－３－１図 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の認知度
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１．内閣府「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）に関する特別世論調査」（平成20年６月調査）より作成。    
２．「生活の中での，「仕事」，「家庭生活」，「地域・個人の生活」の優先度についてお伺いします。まず，あなたの希望

に最も近いものをこの中から１つお答えください。それでは，あなたの現実（現状）に最も近いものをこの中から
１つお答えください。」への回答。

（備考）

3.8 26.9 2.6 39.7 2.6 16.7 7.7

29.5 32.1 6.4 21.8 7.7
1.3
1.3

14.9 17.9 10.4 26.9 10.4 7.5 11.9

55.2 16.4 9.0 14.9
1.5
3.0

1.7 36.0 2.2 33.7 3.411.2 11.8

16.9 50.6 2.2 22.5 1.7
4.5

1.10.6

4.2 33.6 1.7 31.9 2.5 9.2 16.8

48.7 16.0 27.7 3.4
4.2

3.8 28.5 2.2 26.3 1.6 17.2 20.4

19.9 32.3 1.6 28.5
1.1
10.8 5.9

5.6 20.4 3.7 38.9 3.7
3.7

24.1

50.0 13.01.9 29.6
0.9

1.9
2.8

3.7 26.3 1.8 27.6 3.2 16.6 20.7

13.8 32.3 1.8 34.1 3.28.86.0

10.2 18.1 1.7 34.5 4.5 8.5 21.5

39.5 14.7
2.3

29.4 4.5
2.3
6.2

1.1

1.1

5.1 33.6 5.1 17.8 2.8 21.0 1.912.6

7.5 45.3 3.3 18.2 1.9 15.4 1.47.0

6.9 25.4 5.8 25.9 7.4 13.8 1.113.8

15.9 28.0 9.5 23.8 4.2 10.6 2.15.8

4.3 46.4 6.4 12.9
0.7
17.1 6.4 5.7

5.0 61.4 5.7 7.9 13.64.3
0.7

1.4

4.8 38.6 5.4 12.0
4.2

19.9 3.012.0

9.6 41.6 8.4 7.8
4.8

22.3 3.6 1.8

〈女性〉 〈男性〉

20～29歳
（n=145人）

0 20 40 60 80 100（％）

〈希望〉

〈現実〉

〈希望〉

〈現実〉

30～39歳
（n=297人）

0 20 40 60 80 100（％）

〈希望〉

〈現実〉

〈希望〉

〈現実〉

40～49歳
（n=294人）

0 20 40 60 80 100（％）

〈希望〉

〈現実〉

〈希望〉

〈現実〉

50～59歳
（n=394人）

0 20 40 60 80 100（％）

〈希望〉

〈現実〉

〈希望〉

〈現実〉

60～69歳
（n=403人）

0 20 40 60 80 100（％）

〈希望〉

〈現実〉

〈希望〉

〈現実〉

70歳以上
（n=306人）

0 20 40 60 80 100（％）

0 20 40 60 80 100（％）

0 20 40 60 80 100（％）

0 20 40 60 80 100（％）

0 20 40 60 80 100（％）

0 20 40 60 80 100（％）

0 20 40 60 80 100（％）

〈希望〉

〈現実〉

〈希望〉

〈現実〉

「仕事」 「家庭生活」 「地域・個人の生活」 「仕事」と「家庭生活」
「仕事」と「地域・
個人の生活」

「家庭生活」と
「地域・個人の生活」

「仕事」と「家庭生活」と
「地域・個人の生活」

わからない

第１－３－２図 仕事と生活の調和に関する希望と現実
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・
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・
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婚
・
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が
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以
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結
婚
し
て
い
な
い
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合

結
婚
し
て
子
ど
も
が

い
な
い
場
合

子
ど
も
が
３
歳
以
下

子
ど
も
が
４
歳
〜

小
学
校
入
学
前

子
ど
も
が
小
学
生

子
ど
も
が

中
学
生
以
上

１．内閣府「女性のライフプランニング支援に関する調査」（平成19年）より作成。
２．「自営・家族従業等」には，「自ら起業・自営業」，「自営の家族従業者」を含み，「契約・派遣等」には，「有
期契約社員，委託職員」，「派遣社員」を含む。

３．調査対象は，30 ～ 40歳代の女性である。

（備考）

現実 希望

働いていない

契約・派遣等

正社員

家でできる
仕事

働きたくない

フルタイムだが
残業のない
仕事

短時間勤務

その他 自営・家族従業等

在宅・内職

パート・アルバイト 残業もある
フルタイムの

仕事

0

20

40

60

80

90

10

30

50

70

100
（％）

0

20

40

60

80

90

10

30

50

70

100
（％）

１．内閣府「国民生活選好度調査」（平成15年度）より作成。
２．数値は，「NPOやボランティア，地域での活動に参加する際に苦労すること，または参加できない要因となることは

どんなことですか。あなたにとってあてはまるもの１つに○をお付け下さい。（○は１つ）」に対する回答割合。
３．回答者は，全国の15 ～ 79歳までの男女3,908人。

（備考）

35.9％

15.1％
14.2％

11.1％

6.6％

6.2％

4.5％2.7％

1.8％
1.9％

活動する時間がないこと

全く興味がわかないこと

参加するきっかけが得られないこと

身近に団体や活動内容に関する情報がないこと

身近に参加したいと思う適当な活動や共感する
団体がないこと

身近に一緒に参加できる適当な人がいないこと

活動によって得られるメリットが期待できないこと

家族や職場の理解が得られないこと

その他

無回答

第１－３－３図 女性のライフステージに応じた働き方の希望と現実

第１－３－４図 地域活動などに参加する際苦労すること，または参加できない要因となること
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（独）労働政策研究・研修機構「日本の長時間労働・不払い労働時間の実態と実証分析」（平成17年）より作成。（備考）

「いつもそうだ」＋「しばしばある」
「いつもそうだ」

（月間超過労働時間）

（%）

0

10

20

30

40

50

60

70

80

24.7

37.9
43.0

58.1

71.8 73.8

37.534.0

19.9
13.212.16.9

0
時
間

１
〜
24
時
間

25
〜
49
時
間

50
〜
74
時
間

75
〜
99
時
間

100
時
間
以
上

○多様な従業員の定着（離職率の低下）
○優秀な人材の確保（採用）
○従業員の満足度や仕事への意欲の向上
○従業員の生活者としての視点や創造性，時間管理能力の向上
○コスト削減（残業代など）
○生産性や売り上げの向上
○部下や同僚従業員の能力向上
○企業イメージや評価の向上
○従業員の心身の健康の保持増進

企
業
の
仕
事
と
生
活
の
調
和
へ
の
取
組

男女共同参画会議　仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）に関する専門調査会「企業が仕事と生活の
調和に取り組むメリット」（平成20年４月）より作成。

（備考）

第２節 働く場としての企業に
おける仕事と生活の調和

（企業が仕事と生活の調和に取り組むメリットと取
組事例）
男女共同参画会議 仕事と生活の調和（ワーク・

ライフ・バランス）に関する専門調査会において公
表した「企業が仕事と生活の調和に取り組むメリッ
ト」（平成２０年）によると，企業が仕事と生活の調
和に取り組むことにより，次のように多様なメリッ

トがもたらされるとしている（第１－３－６図）。
しかし，企業における仕事と生活の調和の推進に
ついては，管理職や周囲の従業員の負担や不公平感
の増大，働き方の柔軟化に伴う業務管理，人事評価
の困難化等を理由に躊躇する声も聞かれるところで
あり，企業が仕事と生活の調和への取組を円滑に進
めるには，こうした懸念事項を払拭していくことが
必要である。企業における仕事と生活の調和推進の
具体的な取組事例と取組の効果は次のとおりである
（第１－３－７表）。

第１－３－６図 企業が仕事と生活の調和に取り組むメリット

第１－３－５図 「一日の仕事で疲れ退社後何もやる気になれない」人の割合



７４ 第１部 男女共同参画社会の形成の状況

第３節 女性にとっての仕事と生活の調和
（ワーク・ライフ・バランス）の重要性

（女性の就業継続をめぐる状況）
昭和５５年以降，夫婦ともに雇用者の共働き世帯は

年々増加し，平成９年以降は共働きの世帯数が男性
雇用者と無業の妻からなる片働き世帯数を上回って
いる。直近の２０年では，共働き世帯が１，０１１万世帯
であるのに対し，男性雇用者と無業の妻からなる片
働き世帯は８２５万世帯となっている（第１－特－１７

図（再掲））。
その背景としては，女性の社会進出に対する意識
変化などがあると考えられる。内閣府「男女共同参
画社会に関する世論調査」（平成１９年）によると，
「夫は外で働き，妻は家庭を守るべき」という考え
に賛成する割合をみると，「賛成」あるいは「どち
らかといえば賛成」の割合の合計は男女ともに低下
している。また，女性の就業についての考えについ
ては，「子どもができても，ずっと職業を続ける方
がよい」と考える「継続就業」支持が，「子どもが

〈両立支援や柔軟な働き方に関する企業の取組情報〉
事例 企業の取組 取組の効果（メリット）
１ １日１時間短縮や２時間短縮，半日勤務，週２日勤務

や３日勤務等，従業員のニーズに応えたきめ細かな短
時間制度を設けている。育児のため１，２時間短縮勤務
をする従業員が多い。

子どもを持つ女性従業員の定着率が向上した。また，
女性からなる商品開発チームによる，生活者としての
視点をいかしたヒット商品も開発されている。短時間
で効率よく働くよう心がけるため時間管理能力も向上
する。

２ 優秀な女性従業員の定着を図るため事業所内保育所を
設置した。派遣社員の利用も可能で，育児休業取得者
の３～４割が利用している。

保育先が確保されることにより，育児休業を早めに切
り上げ復職する社員が出ている。また，報道等による
企業の PR効果を実感しており，企業イメージ向上に
よる自社への誇りの促進という効果もみられる。

３ 取得理由を限定しない勤務時間選択制度（短時間勤務
制度）を導入している。本人の申告が認められれば，
育児や介護，病気，受験，家事都合など多様な理由で
勤務時間が選択できる。

従業員の多様なニーズに幅広く応えられることが，従
業員の定着や満足度，仕事への意欲の向上等につなが
り，また，従業員の多様な経験の蓄積による創造性の
高まり等が業務にいかされる。

〈業務の効率化や長時間労働の是正に関する企業の取組情報〉
事例 企業の取組 取組の効果（メリット）
４ 従業員を何種類もの仕事ができる多能工に育成して，

お互い業務を代替できるようにしている。従業員の休
業等は他の従業員の業務を見直すよい機会と捉え，当
該従業員の業務を総覧して省略できる業務は止め，残
りの業務は周囲の従業員の業務の見直しも行った上で
それぞれ割り振る（「業務の棚卸し」）。また，書類の
チェック体制の見直しや書類作成の単純化等，日常的
に業務の無駄取りを行っている。

周囲の従業員の業務の見直しや若手の育成が進んだ。
業務代替により“お互い様”意識が醸成され，職場の
チームワークが高まった。
長く働きたいと考える優秀な人材も採用できている。

５ 時期的な繁忙に応じて，通常（７時間４５分）に加え，
繁忙期（８時間４５分），閑散期（７時間）と３種類の
所定労働時間を設定して，メリハリのある働き方を推
進した。

超勤の４割削減という数値目標を達成した。

６ トラブルを起こすプロジェクトに長時間労働者が多い
傾向がみられたため，残業削減に取り組んだ。ある本
部で２１時に一斉消灯を始めたことをきっかけに，２１時
以降残業する場合には手続きを必要とする「２１時ルー
ル」を全社的に導入した。また，部下が長時間労働と
ならないよう管理できたかを管理職の評価要素として
いる。

いわゆるつきあい残業等が減少し残業時間が２割（１
月平均３５時間から２８時間へ）削減され，月１００時間以
上残業者の人数も８割削減された。

〈従業員の心身の健康保持に関する企業の取組情報〉
事例 企業の取組 取組の効果（メリット）
７ 健康診断結果に基づき残業制限，深夜勤務禁止，就業

禁止等の就業制限を行っている。治療を開始すると就
業制限は解除されるが，３か月後に本人の状況を改め
てみて再検討する。

半年前と比べ罹患者数が３割減少した。

（備考）男女共同参画会議 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）に関する専門調査会「企業が仕事と生活の調和に取り組むメリッ
ト」（平成20年4月）より作成。

第１－３－７表 企業における仕事と生活の調和推進の具体的な取組事例と取組の効果
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総務省「社会生活基本調査」（平成18年）より作成。（備考）

妻

夫

妻

夫

妻

夫

睡眠・食事等
仕事・通勤等

家事・育児・介護等
自由時間（３次活動時間）

共働き世帯

共働き世帯の
うち妻の週間
就業時間が35
時間以上

夫が有業で妻
が無業の世帯

9時間55分 6時間36分 3時25分 4時間03分

10時間01分 4時間57分 4時15分 4時間47分

10時間20分 6時間52分 6時間43分4分

10時間16分 7時間49分 5時間16分39分

10時間06分 8時間19分 5時間01分33分

10時間10分 8時間08分 5時間13分30分

できたら職業をやめ，大きくなったら再び職業をも
つ方がよい」と考える「一時中断・再就職」支持を
上回っている。
女性就労が増加する中，男女にかかわらず働きや

すい職場環境づくりの必要性が一層高まっている
が，女性の就業継続や再就職をめぐる状況は依然と
して厳しい。
育児休業を取得している女性は増えているが，出

産前後に継続就業している割合は増えておらず，出
産を機に離職する女性は以前と変わらず多い（第
１－特－２６図（再掲））。また，きょうだい数１人（本
人のみ）の世帯の出産前後の女性の就業状況をみる
と，出産を機に約７割（６７．４％）の女性が仕事を辞
めており（厚生労働省「第１回２１世紀出生児縦断調
査」（平成１３年度）），仕事と育児の二者択一の状況
はここ２０年間ほとんど変わりない。
また，いったん仕事を辞めても，子どもが育つに

つれて就労を希望する女性は多いが，実現できてい
ない人が多い。子どもが小さいころは「家でできる」
仕事，子どもが小学生のころは「短時間勤務」，子
どもが中学生以上になると「残業のないフルタイム
勤務」を希望する人も多いが，現状では働くことを

希望しながらも実現できていない人の割合が高い
（第１－３－３図（再掲））。

（夫婦の生活時間）
女性の社会進出が進む中で，女性がその能力を十
分に発揮し，新たな発想を取り入れていくことは将
来にわたり活力ある経済・社会を創造していくため
に重要であるが，先にみたように，現実には，女性
の就業継続や再就職をめぐる状況は依然として厳し
い。
夫婦の生活時間の状況をみると，夫の家事・育

児・介護等に関わる時間は，既に述べた男性の長時
間労働の影響もあって，妻の就業状況に関わらず３０
分程度と非常に短くなっている（第１－３－８図）。
また，我が国の夫の家事・育児に費やす時間は世界
的にみても低水準にとどまっている（第１－３－９
図）。男性も女性もあらゆる世代の誰もが仕事や子
育てなど様々な活動を自分の希望するバランスで展
開できる社会を構築するためには，こうした現状を
踏まえ，それぞれが働き方の見直しや意識改革を図
るなど仕事と生活の調和の推進に向けた取組が重要
である。

第１－３－８図 夫婦の生活時間
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１．Eurostat “How Europeans Spend Their Time Everyday Life of Women and Men”（2004）, Bureau of Labor 
Statistics of the U.S.“America Time-Use Summary”（2006）及び総務省「社会生活基本調査」（平成18年）より作成。

２．日本の数値は，「夫婦と子どもの世帯」に限定した夫の時間である。

（備考）

（時間）

1：00
0：33

3:13
1:05

2:46
1:00

2:30
0:40

3:00
0:59

3:21
1:07

3:12
1:13

日本

アメリカ

イギリス

フランス

ドイツ

スウェーデン

ノルウェー

家事関連時間全体
うち育児の時間

0 1 2 3 4

第１－３－９図 ６歳未満児のいる夫の家事・育児時間
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第4章第4章 高高齢齢男男女女ををめめぐぐるる状状況況

本 章 の ポ イ ン ト

第１節

第１節 高齢男女をめぐる状況
●国民の５人に１人が６５歳以上の高齢者であり，その６割近くを占めるのが女性となっている。特
に，８５歳以上では女性が実に７割以上を占めている。

●女性の働き方は，結婚・出産・育児等のために非正規雇用が多く，就業年数も短い傾向にあるが，
その結果，高齢期における年金等の収入も少なくなりがちである。

●中でも，経済的に厳しい状況に置かれているのが離別女性である。離別女性は，夫の収入や遺族年
金に頼ることもできず，安定した再就職もままならないことが少なくない。

●男性については，単身の男性の地域における孤立が深刻化している。

第２節 高齢社会の新たな変化
●孤立や経済困窮などの問題を抱えやすい高齢の単身世帯は，未婚や離婚が増える中で今後急速に増
えていくと考えられる。

●非正規雇用が若年層も含めて増加傾向にある。非正規雇用者は，現状においては厚生年金等被用者
保険の適用から除外されやすい状況にあるため，その増加は将来において老後の生活設計を描きに
くい層の増加に結びつく可能性がある。

第３節 高齢男女の自立と共生に向けた今後の課題
●高齢者の就業といった場合，ともすれば定年後も継続就業する男性のイメージが抱かれがちだが，
実は働きたいと考える女性の高齢者も少なくない。

●女性の高齢期の経済的自立の実現のため，税制や社会保障制度を多様なライフスタイルに中立的な
ものとする方向で見直していくことが必要である。

●高齢単身世帯が主流になる社会においては，地域の支え合いのもとで孤立を防ぎ，病気・災害時の
支援はもちろんのこと，日常生活における手助けが得られるような地域社会づくりが重要である。

高齢男女をめぐる状況

（経済的自立がしにくい高齢女性）
総務省「国勢調査」（平成１７年）によると，国民
の５人に１人が６５歳以上の高齢者であり，その６割
近くを占めるのが女性となっている。特に，８５歳以
上では女性が実に７割以上を占めている。
女性の働き方は，結婚・出産・育児等のために非

正規雇用が多く，就業年数も短い傾向にあるが，そ
の結果，高齢期における年金等の収入も少なくなり
がちである。５５～７４歳の男女について本人の就業パ
ターン別に現在の年間収入をみると，正規か非正規
かという雇用形態による収入格差だけでなく，同じ

正規雇用中心でも女性は男性に比べて収入がきわめ
て低いことが分かる（第１－４－１図）。
中でも厳しい状況に置かれているのが離別女性で
ある。離別女性は，夫の収入や遺族年金に頼ること
もできず，安定した再就職もままならないことが少
なくない。離別女性は，その３人に１人が年収１２０
万円未満であるが（第１－４－２図），それには雇
用者のうち約４割が非正規雇用中心の就労経歴で
あったことなどが影響しているとみられる（内閣府
「高齢男女の自立した生活に関する調査」（平成２０
年））。

（単身男性の問題）
他方，男性については，単身の男性の地域におけ
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主に正規雇用

非正規雇用が最も長い

自営業が最も長い 

仕事をしていない期間が最も長い

１．内閣府「高齢男女の自立した生活に関する調査」（平成20年）より作成。
２．「収入」は税込みであり，就業による収入，年金等による収入のほか，預貯金の引き出し，家賃収入や利子

等による収入も含む。

（備考）

男性女性

200.3

107.6

427.9

199.1

153.8
442.2

77.8
84.8

（万円）0 100 200 400300 500

女性単身世帯
（n=304）

　  うち離別女性
（n=80）

男性単身世帯
（n=242）

うち未婚男性
（n=84）

１．内閣府「高齢男女の自立した生活に関する調査」（平成20年）より作成。
２．「収入」は税込みであり，就業による収入，年金等による収入のほか，預貯金の引き出し，家賃収入や利子

等による収入も含む。

（備考）

60万円未満
60～ 120万円
未満

5.3

12.5

18.4

20.0

6.6 10.7

11.6 11.6

（％）0 10 20 30 40

第２節

る孤立が深刻化している。内閣府「高齢男女の自立
した生活に関する調査」では，単身の５５～７４歳男性
の４人に１人が「話し相手や相談相手がいない」と
回答している（第１－４－３図）。男性で単身の場
合は，約半数は子どもがいないため，家族による支
えも期待しにくいと言える。
加えて，前出の調査では，特に未婚の単身男性に

ついて，約１割が年収６０万円未満であるなど，一部
に経済的に厳しい状況があることも分かる（第１－
４－２図（再掲））。これまでは高齢者の中での経済

困窮層は単身女性であるという捉え方だったが，今
後は，単身男性に対する支援も課題として捉えてい
く必要があると言える。

高齢社会の新たな変化

（高齢単身世帯の増加）
孤立や経済困窮などの問題を抱えやすい高齢の単
身世帯は，未婚や離婚が増える中で今後急速に増え
ていくと考えられる。特に単身世帯の増加が著しい

第１－４－１図 高齢者等（５５～７４歳）の本人の就業パターンによる年間収入（平均額）（性別）

第１－４－２図 高齢単身世帯（５５～７４歳）における低所得層の割合（年間収入）
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内閣府「高齢男女の自立した生活に関する調査」（平成20年）より作成。（備考）

72.7 26.9 0.4

89.5 10.0 0.5

91.2 8.6 0.2

88.5 11.2 0.3

94.0 5.8 0.2

96.4 3.3 0.4

単身世帯（304）

夫婦世帯（467）

その他の世帯（550）

単身世帯（242）

夫婦世帯（440）

その他の世帯（502）

（％）

そう思う＋
どちらかと
いうと
そう思う

あまりそう
思わない＋
そう思わない

わからない

〈
女
性
〉

〈
男
性
〉

0 20 40 60 80 100

2,813.6

9.6

19.0

1,051.2 1,199.0
1,386.5

1,864.3

2,242.9
2,493.7

2,783.8
3,014.6

3,268.4
3,756.5

4,067.7 4,235.4
4,389.1

10.3

19.1
19.4 19.6

19.9 20.4 20.9

11.0
12.8

14.5
16.0

17.8

１．国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計（全国推計）」（平成20年3月推計）より作成。
２．単独世帯数及び割合は，国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」（平成18年12月推計）の出

生中位・死亡中位推計人口より作成。

（備考）

37 4232272219平成17 （年）

（千世帯） （％）

65歳以上単独世帯数（女性）
65歳以上単独世帯数（男性）
65歳以上人口に占める単独世帯の割合（女性）
65歳以上人口に占める単独世帯の割合（男性）

0
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0
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2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

のが男性である。約２０年後の２０３０年には男女共に約
２割が一人暮らしの社会になると予測されている
（第１－４－４図）。

（多様な働き方～非正規雇用の増加）
雇用就業をめぐる状況が変化する中，非正規雇用
が若年層も含めて増加傾向にある。中でもその割合

第１－４－３図 話し相手や相談相手がいる者の割合（５５～７４歳）

第１－４－４図 ６５歳以上単独世帯数の将来推計（性別）
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第３節

が高いのが女性で，平成２０年は，正規の職員・従業
員の割合が４６．５％にとどまり，残りの５３．５％が非正
規雇用である。男性についても非正規雇用の割合は
上昇しつつあり，２０年は１９．１％となっている（第
１－特－２４図（再掲））。
非正規雇用者は，現状においては厚生年金等被用

者保険の適用から除外されやすい状況にあるため，
その増加は将来において老後の生活設計を描きにく
い層の増加に結びつく可能性がある。

高齢男女の自立と共生に
向けた今後の課題

（高齢男女の就業と社会参画）
高齢者の就業といった場合，ともすれば定年後も

継続就業する男性のイメージが抱かれがちだが，実
は働きたいと考える女性の高齢者も少なくない。総
務省「就業構造基本調査」（平成１９年）によれば，６５～
６９歳の女性の半数近くが就業意欲を持っており，

「収入を得る必要」を挙げる割合は男性よりも高く
なっている（第１－４－５表）。しかし，女性は男
性に比べて，就業中断などで就業経験の蓄積や能力
開発が不十分であるために，就業希望が実現されに
くい現状があるため，高齢者の就労促進には，この
ような高齢女性特有の状況を踏まえた取組が必要と
される。
また，高齢女性は就労に限らず家庭や地域など
様々な場面において蓄積されてきた高齢女性の能力
発揮を促進することも重要である。

（高齢期の経済的自立につなげるための制度や環境）
女性パートタイム労働者の約２割が，税制や社会
保障制度における被扶養者としての優遇措置を受け
るために年収や労働時間を「調整している」と回答
している（第１－４－６表）。配偶者控除や第３号
被保険者制度などは，女性の就業調整や非労働力化
を促し，女性自身の経済的自立を阻害してきた側面

失業して
いる

収入を
得る必要が
生じた

知識や
技能を
生かしたい

社会に
出たい

時間に
余裕が
できた

健康を
維持
したい

その他

６５歳以上 ３．０％ ２０．９％ ７．９％ ５．５％ １１．１％ ３０．１％ ２０．１％
女 ６５～７４歳 ３．３％ ２２．２％ ７．３％ ５．８％ １１．７％ ２９．８％ １８．８％

７５歳以上 １．４％ １４．７％ １１．２％ ４．１％ ７．８％ ３１．６％ ２６．５％
６５歳以上 ７．６％ １５．８％ １３．７％ ５．４％ １０．３％ ３０．３％ １６．０％

男 ６５～７４歳 ８．４％ １６．８％ １３．３％ ５．４％ １１．２％ ２９．２％ １５．２％
７５歳以上 ４．３％ １１．１％ １５．２％ ５．６％ ６．６％ ３５．６％ １９．８％

調整をしている ２２．４％
関係なく働く ２２．９％
調整の必要がない ４３．５％
その他 ２．０％
わからない ７．３％
不明 １．８％

（備考）１．総務省「就業構造基本調査」（平成１９年）より作成。
２．就業希望者とは，無業者のうち「何か収入になる仕事をしたいと思っている者」を指す。

（「あなたは何らかの年収の調整又は労働時間の調整をしていますか」という質問に対するもの）

（備考）１．厚生労働省「パートタイム労働者総合実態調査の概況」（平成１８年）より作成。
２．「調整をしている」とは，所得税の非課税限度額及び雇用保険，厚生年金等の加入要件に関する調整等をしていることを言う。
３．「関係なく働く」とは，所得税の非課税限度額及び雇用保険，厚生年金等の加入要件に該当する年収，所定労働時間に達しても関

係なく働く場合を言う。
４．「調整の必要がない」とは，年収，所定労働時間が上記の要件に達する恐れがないほど少ないため，調整する必要がない場合を言

う。

第１－４－５表 高齢就業希望者の就業希望理由別割合（性別）

第１－４－６表 過去１年間の就業調整の有無別女性パート等労働者の割合
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（件）

（歳）60～ 69 70 ～ 79 80 ～ 89 90 ～50～ 5940 ～ 4930 ～ 3920 ～ 29～ 19

745

9,319

3,501
4,337

13,010

3,877

2,381

2,224

2,030

1,946

1,814

2,379

1,875

3,206

2,273
294
122 589

１．独立行政法人国民生活センター「高齢者と障害のある人の消費者相談」（平成19年）より作成。
２．消費者相談は，全国の消費生活センター（地方自治体の機関約500カ所）に寄せられた「認知症高齢者，障害の

ある人等が契約当事者（契約をした人）である相談」のうち，判断能力に問題のある人が契約当事者であるこ
とが明らかな相談。

（備考）

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

女性
男性

がある。その結果，被扶養の女性については，世帯
に守られているうちは経済的に安定しているが，離
婚等で世帯からいざ離れると再就職等も困難で経済
的に厳しい状況になりやすい。
今後の方向性としては，これらの制度について，

女性の経済的自立を阻害しない制度への見直しとと
もに，働き方や家族形態の変化に対応し，多様なラ
イフスタイルに中立的なものとする方向で見直して
いくことが必要である。
また，ILO条約に規定されている同一価値労働・

同一賃金の原則を踏まえつつ，就労における男女の
均等な機会と公平な待遇の確保に積極的に取り組ん
でいく必要がある。

（家庭・地域における支え合いの下での生活自立）
高齢単身世帯が主流になる社会においては，地域

の支え合いのもとで孤立を防ぎ，病気・災害時の支
援はもちろんのこと，日常生活における手助けが得
られるような地域社会づくりが重要である。そのた
め，単身高齢者の自宅生活をサポートする生活支援
体制の整備等に取り組む必要がある。

また，高齢女性は，寿命が長いために一人暮らし
になりやすいとともに，認知症になる割合も高いこ
となどから，消費者被害も男性に比べてより多く受
けやすい傾向がある（第１－４－７図）。成年後見
制度における女性後見人の育成や消費者被害防止相
談窓口における女性相談員の配置の充実等，高齢女
性を消費者被害等から守るための対策を効果的に進
める必要がある。
他方，単身世帯は約４割が借家であり（第１－
４－８図），住宅費の負担が特に低所得層で重く
なっている。今後は，高齢者が一人暮らしでも安心
して暮らせる住まいへのニーズが一層高まることが
予想されることから，低所得者向けの住宅，生活支
援や介護を受けられる高齢者向け住宅等の充実に取
り組むことが求められる。

（性差に配慮した医療・介護予防）
疾患の罹患状況や要介護になった原因には男女間
で大きな違いがみられる。例えば，男性については
肝疾患や悪性新生物が，女性については認知症や関
節性疾患等の罹患率が高い傾向がある。このような

第１－４－７図 判断能力に問題がある人の消費者被害相談件数（性別・年代別）（平成８～１７年）
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間借り
給与住宅
民営の借家
都市機構・
公社の借家
公営の借家
持ち家

男性単独世帯女性単独世帯その他世帯夫婦のみの世帯

55.0

8.1
3.3

31.4

1.6
0.6

68.6

9.6

2.7

17.3

1.5
0.2

92.0

4.3
0.1

0.2
0.9
2.5

86.1

4.7
1.9

6.5

0.5
0.3

総務省「国勢調査」（平成17年）より作成。（備考）

（％）
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男女の違いに配慮した医療・介護予防への取組を進
めることは効果的であり，個人のニーズへの対応と
いう観点からも望ましいと考えられる。

（良質な医療・介護基盤）
介護を必要とする高齢者は，女性が男性の約２．６

倍となっている（第１－４－９表）。女性は長寿ゆ
えに一人暮らしになる可能性が高いため，高齢女性
の介護は重要な課題である。
他方，介護の担い手としての女性を取り巻く状況

をみると，家族内の主な介護者の７割は女性であり
（第１－４－１０図），老老介護の負担の深刻さも指

摘されている。また，ホームヘルパー等の介護労働
者も約８割が女性であるが（第１－４－１１図），介
護労働者についてはその賃金等の低さも指摘されて
いる。
すなわち介護は，受け手，担い手の双方の観点か
らみても，女性にとって重要なテーマであるといえる。
一方，高齢期における自立の維持には安定した医
療基盤が不可欠だが，医師不足等の問題も指摘され
ている。医師における女性の割合は平成１８年には
１７．２％と比較的高くなっているが，仕事と生活の両
立が困難な勤務環境が女性医師の継続就業を阻害し
ている。

総数 要支援１ 要支援２ 経過的要介護 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５
受給者総数 ３，５３１．６ ３２９．２ ４０９．９ ３．１ ６０６．０ ６７２．３ ６１０．６ ５０１．６ ３９９．０
（６５歳以上の受給者数） （１００．０） （９．３） （１１．６） （０．１） （１７．２） （１９．０） （１７．３） （１４．２） （１１．３）

女性 ２，５４９．３ ２５７．３ ３１３．６ ２．４ ４４５．６ ４５７．６ ４１６．３ ３５５．８ ３００．７
（１００．０） （１０．１） （１２．３） （０．１） （１７．５） （１８．０） （１６．３） （１４．０） （１１．８）

男性 ９８２．２ ７１．７ ９６．３ ０．７ １６０．４ ２１４．６ １９４．３ １４５．９ ９８．２
（１００．０） （７．３） （９．８） （０．１） （１６．３） （２１．８） （１９．８） （１４．９） （１０．０）

（千人，％）

（備考）１．厚生労働省「介護給付費実態調査月報」（平成２０年３月審査分）より作成。
２．（ ）内は総数に占める割合。
３．６５歳以上の受給者数とは，受給者総数（千人単位）から４０～６４歳の受給者数（千人単位）を引いたものである。

第１－４－８図 高齢者（６５歳以上）の世帯類型別住居の状況

第１－４－９表 介護保険サービスの利用状況（介護サービス受給者数）（性別）
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厚生労働省「国民生活基礎調査」（平成19年）より作成。（備考）

配偶者
25.0%

同居
60.0%

同別居の
別なし

別居 子
17.9%

子の配偶者
14.3%その他の親族

2.8%

別居の家族等
10.7%

事業者
12.0%

その他
0.6% 不詳

16.8%

１．（財）介護労働安定センター「介護労働実態調査－
介護労働者の就業実態と就業意識調査」（平成18年）
より作成。

２．「無回答」は掲載を省略している。

（備考）

女性
80.4%
23,330人

男性
19.6%
5,681人

同居の家族介護者の男女内訳（単位：％）
男 性 ２８．１％ 女 性 ７１．９％

第１－４－１０図 要介護者等からみた主な介護者の続柄 第１－４－１１図 性別介護労働者割合
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Column

◇ ５人に１人が65歳以上の高齢者。そのうち約６割が女性 ◇
◇ 急増する単身高齢者。単身高齢世帯数は平成７年の1.8倍に。その約７割は女性 ◇

◇ 高齢女性でも就業希望は高いが，希望しても働けない高齢女性 ◇
◇ 社会から孤立しがちな単身の高齢男性 ◇

１．高齢男女の就業促進と社会参画に向けた取組

介護・看護や家族の事情などにより就業中断等が多い一方，地域活動経験等が豊富な女性特有の状況を
踏まえた取組が必要。

○　高齢女性を対象とした就業相談・支援体制の充実，高齢女性が活躍できる職業領域の開拓
○　社会参画促進のための女性参画促進アドバイザー等
○　高齢男性の家庭・地域への参画支援講座等の充実（地域デビュー講座等）

２．高齢期の経済的自立につなげるための制度や環境の整備

女性の多様な働き方に中立的な税制・社会保障制度の構築，就労における男女の均等な機会と公平な待
遇の確保等が必要。

○　第３号被保険者制度，配偶者控除について経済的自立を阻害しない方向で在り方を検討
○　パートタイム労働者への厚生年金の適用拡大
○　女性の参画加速プログラムの推進

３．家庭・地域における支え合いの下での生活自立に向けた取組

急増する単身高齢者が孤立せず，また，日々，安心して暮らせるための支援が重要。

○　住民による単身高齢者の見守り（高齢者生活支援サポーター（仮称））の仕組みの構築
○　成年後見制度における女性後見人の育成
○　高齢女性の情報格差解消のためのICT講座の開催
○　シルバー・ハウジング，高齢者向け優良賃貸住宅など低家賃住宅の拡充

４．性差に配慮した医療・介護予防への取組

疾患の罹患状況や要介護状態になった原因は男女で異なることから，男女の違いに配慮した医療・介護
予防への取組が重要。

○　性差により発症が異なる状況に対応した効果的な医療（いわゆる「性差医療」）の推進
○　男女の健康問題のニーズに応じた個別の予防プログラムを受けられる仕組みづくり

５．良質な医療・介護基盤の構築

女性が多い介護労働者の処遇改善による良質な介護基盤の構築，安定的な医療提供体制の整備が重要。

○　介護労働者が男女共に意欲を持って働きやすい職場環境整備の促進
○　医師不足を解消するための女性医師が働きやすい職場づくり

高齢者の自立した生活に対する支援
これまでみてきたような高齢男女をめぐる状況を踏まえ，「高齢者の自立した生活に対する支援に関する監視・影響

調査報告書」（平成２０年）では，政府が講ずるべき取組を５つの分野に分けて示している（第１－４－１２図）。

第１－４－１２図 「高齢男女の自立した生活に対する支援」に関する主な施策
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第5章第5章 女女性性にに対対すするる暴暴力力

本 章 の ポ イ ン ト
第１節 配偶者等からの暴力の実態
●女性の１０．８％，男性の２．９％はこれまでに配偶者から身体的暴行，心理的攻撃，性的強要のいずれ
かを１つでも受けたことが「何度もあった」と答えている。

●被害者は，相手から離れて生活を始めるに当たって，「当面の生活をするために必要なお金がな
い」，「自分の体調や気持ちが回復していない」など，様々な困難を抱えている。

●配偶者間における刑法犯（殺人，傷害，暴行）の被害者の９１．７％が女性。
●配偶者暴力相談支援センターは全国に１８３か所（平成２１年４月現在），民間シェルターは１０８か所（平
成２０年１１月現在）。

●配偶者暴力相談支援センターへの相談件数は年々増加（平成２０年度に寄せられた相談件数は６万
８，１９６件）。
●配偶者暴力防止法施行後平成２０年１２月末までの間に，発令された保護命令の件数は１万３，４９６件。

第２節 性犯罪の実態
●強姦，強制わいせつの認知件数は，平成１６年から減少傾向に転じ，２０年は，それぞれ，１，５８２
件，７，１１１件である。

●これまでに異性から無理やりに性交された経験のある女性は７．３％。若年・低年齢時の被害が多い。

第３節 売買春の実態
●平成２０年中の売春関係事犯送致件数は２，３９６件で，前年比減少。
●平成２０年中の要保護女子総数は１，７９４人で前年に比べ減少したが，未成年者が占める割合は２４．１％
で増加した。

●平成２０年中の児童買春事件の検挙件数は，１，０５６件で前年比減少。

第４節 人身取引の実態
●平成２０年中に警察が確認した人身取引被害者の総数は３６人で，前年比１６．３％減少。

第５節 セクシュアル・ハラスメントの実態
●平成１９年度中の雇用の場におけるセクシュアル・ハラスメントに係る都道府県労働局雇用均等室へ
の相談件数は１万５，７９９件。

第６節 ストーカー行為の実態
●平成２０年中のストーカー事案に関する認知件数は１万４，６５７件。
●平成２０年中のストーカー行為での検挙件数は２４３件，禁止命令違反での検挙件数は１件。
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１．内閣府「男女間における暴力に関する調査」（平成20年）より作成。
２．身体的暴行：殴ったり，けったり，物を投げつけたり，突き飛ばしたりするなどの身体に対する暴行を受け

た。
３．心理的攻撃：人格を否定するような暴言や交友関係を細かく監視するなどの精神的な嫌がらせを受けた，あ

るいは，あなた若しくはあなたの家族に危害が加えられるのではないかと恐怖を感じるような脅迫を受けた。
４．性的強要：嫌がっているのに性的な行為を強要された。

（備考）

n

総数（2,435人）

女性（1,358人）

男性（1,077人）

（26.4）

（33.2）

（17.7）

7.3 19.1

10.8 22.4

14.9 79.9

65.3

71.8

1.8

2.9

1.5

2.3

「身体的暴行」，「心理的攻撃」，「性的強要」のいずれかを１つでも受けたことがある

何度もあった 1，2度
あった 無回答

あった
（計）まったくない

あった（計）

（％）0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

第１節 配偶者等からの暴力の実態

（配偶者からの暴力についての被害経験）
内閣府では，全国の２０歳以上の男女５，０００人を無
作為に抽出し，「男女間における暴力に関する調査」
（平成２０年）を実施した。本調査によると，これま
でに結婚したことのある人（２，４３５人）のうち，配
偶者（事実婚や別居中の夫婦，元配偶者も含む。）
から“身体に対する暴行”，“精神的な嫌がらせや恐
怖を感じるような脅迫”，“性的な行為の強要”のい
ずれかについて「何度もあった」という人は，女性
１０．８％，男性２．９％，「１，２度あった」という人は，
女性２２．４％，男性１４．９％，１度でも受けたことがあ
る人は，女性３３．２％，男性１７．７％となっている（第
１－５－１図）。

（様々な困難を抱える被害者）
内閣府は，配偶者等から暴力を受けた被害者を対

象に，被害者の置かれている状況，自立や心身の健
康回復のために望む支援等についてのアンケート調
査を実施し（回答７９９人），その結果を平成１９年１月

に公表した。調査によると，配偶者等から暴力を受
けた被害者が，相手と離れて生活を始めるに当たっ
て困ったことは，「当面の生活をするために必要な
お金がない」（５４．９％）が最も多く，以下「自分の
体調や気持ちが回復していない」（５２．９％），「住所
を知られないようにするため住民票を移せない」
（５２．６％）等となっており，被害者の多くが一人で
複数の困難を抱えていた（第１－５－２図）。

（配偶者間における暴力の被害者の多くは女性）
警察庁の統計によると，平成２０年中に検挙した配
偶者（内縁関係を含む。）間における殺人，傷害，
暴行は２，５８４件，そのうち２，３６９件（９１．７％）は女性
が被害者となった事件である。
女性が被害者となった割合は，殺人は２００件中１２６

件（６３．０％）と，やや低くなっているが，傷害は
１，３３９件中１，２６８件（９４．７％），暴行は１，０４５件中９７５
件（９３．３％），とそれぞれ高い割合になっており，
配偶者間における暴力の被害者は多くの場合女性で
あることが明らかになっている４（第１－５－３
図）。

４ 数値については解決事件を除く。解決事件とは，刑法犯として認知され，既に統計に計上されている事件であって，これを捜査し
た結果，刑事責任無能力者の行為であること，基本事実がないことその他の理由により犯罪が成立しないこと又は訴訟条件・処罰
条件を欠くことが確認された事件をいう。

第１－５－１図 配偶者からの被害経験（性別）



第
５
章

女
性
に
対
す
る
暴
力

８７

0 10 20 30 40 50 60（％）

内閣府「配偶者からの暴力の被害者の自立支援等に関する調査結果」（平成19年１月）より作成。（備考）

10.4

18.7

27.1

27.5

36.7

26.6

9.8

11.4

54.9

15.8

24.2

25.0

52.6

52.9

20.5

34.1

17.7

21.7

48.9

14.0

33.8

33.7

22.3

48.1

2.7

23.8

27.2

24.2

20.5

15.4

6.3

公的施設に入所できない

民間賃貸住宅に入居できない

公的賃貸住宅に入居できない

民間賃貸住宅に入居するための保証人がいない

適当な就職先が見つからない

就職に必要な技能がない

どのように就職活動をすればよいかわからない

就職に必要な保証人がいない

当面の生活をするために必要なお金がない

生活保護が受けられない

児童扶養手当がもらえない

健康保険や年金などの手続がめんどう

住所を知られないようにするため住民票を移せない

自分の体調や気持ちが回復していない

お金がなくて病院での治療等を受けられない

子どもの就学や保育所に関すること

子どもの問題行動

子どもを相手のもとから取り戻すことや子どもの親権

裁判や調停に時間やエネルギー，お金を要する

保護命令の申し立て手続がめんどう

相手が離婚に応じてくれない

相手からの追跡や嫌がらせがある

相手が子どもとの面会を要求する

相手が怖くて家に荷物を取りに行けない

母国語が通じない

公的機関等の支援者から心ない言葉をかけられた

どうすれば自立して生活できるのか情報がない

相談できる人が周りにいない

新しい環境になじめない

その他

無回答

【住居のこと】

【就労のこと】

【経済的なこと】

【手続のこと】

【健康のこと】

【子どものこと】

【裁判・
  調停のこと】

【相手のこと】

【支援者のこと】

【その他】

（増加傾向にある夫から妻への暴力の検挙件数）
配偶者間における犯罪のうち女性が被害者である

場合の検挙件数の推移を罪種別にみると，暴行，傷
害はそれぞれ平成１２年以降増加傾向にあり，２０年に
おいては，暴行が９７５件で前年よりも１０５件（１２．１％）
の増加，傷害は１，２６８件で１３件（１．０％）の増加となっ

ている５（第１－５－４図）。

（増加傾向にある夫からの暴力を理由とする婚姻関
係事件数）
平成１９年度の家庭裁判所における婚姻関係事件の
既済総件数は６万５，２６５件，うち妻からの申立総数

５ 注４に同じ。

第１－５－２図 離れて生活を始めるに当たっての困難
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警察庁資料より作成。（備考）
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暴行

は４万６，０６６件，夫からの申立総数は１万９，１９９件と
なっている。
「暴力を振るう」を理由とする妻からの申立件数

は，平成１９年度において１万３，３９４件，裁判所にお
ける既済総数の２０．５％（妻からの申立件数の２９．１％）
となっており，妻からの申立ての中では，「性格が
合わない」に次いで２番目に多い理由となっている
（第１－５－５図）。

（配偶者暴力相談支援センター等への相談件数）
平成１３年１０月「配偶者からの暴力の防止及び被害
者の保護に関する法律」（平成１３年法律第３１号。以
下「配偶者暴力防止法」という。）が施行され（配
偶者暴力相談支援センター等に係る規定については
平成１４年４月から施行），１４年４月から，各都道府
県は，婦人相談所等その他の適切な施設において配
偶者暴力相談支援センターの業務を開始した。１９年

第１－５－３図 配偶者間（内縁を含む）における犯罪（殺人，傷害，暴行）の被害者（検挙件数の割合）（平成２０年）

第１－５－４図 夫から妻への犯罪の検挙状況
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（％）

生活費を渡さない

同居に応じない

家族親族と折り合いが悪い

家庭を捨てて省みない

精神的に虐待する

病気

異常性格

浪費する

性的不調和

酒を飲み過ぎる

暴力を振るう

異性関係

性格が合わない

１．最高裁判所「司法統計年報」（平成19年度）より作成。
２．申立ての動機は，申立人の言う動機のうち主なものを３個まで挙げる方法で調査重複集計したもの。

（備考）

夫妻
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7.1

15.7

9.6

2.4

0 20 40 60 80

７月の法改正（平成２０年１月施行）により，市町村
における配偶者暴力相談支援センターの設置が努力
義務となった。２１年４月１日現在，全国１８３施設（う
ち市町村が設置する施設は１２施設）が配偶者暴力相
談支援センターとして，相談，カウンセリング，被
害者やその同伴家族の一時保護，各種情報提供等を
行っている。２０年度に全国の配偶者暴力相談支援セ
ンターに寄せられた相談は６万８，１９６件で，毎年度
増加している。また，法施行後２０年１２月末までの間
に，警察に対し寄せられた配偶者からの暴力に関す
る相談等への対応件数は，１２万６，０５２件（平成２０年
の対応件数は２万５，２１０件）でここ数年，毎年増加
している。

（婦人相談所一時保護所（委託を含む）並びに婦人
保護施設及び母子生活支援施設への入所理由）
平成１９年度中の，婦人相談所一時保護所（委託を
含む）への入所理由のうち，「夫等の暴力」を挙げ
た割合は，７０．２％となっている。婦人保護施設及び
母子生活支援施設の入所理由をみると，「夫等の暴
力」を挙げた割合はそれぞれ３８．１％，５４．４％となっ
ている。いずれの施設においても，「夫等の暴力」
を理由とする入所は高い割合となっている（第１－
５－６図）。

（シェルター設置状況）
シェルター（配偶者からの暴力などから逃れてき
た女性のための一時避難所）として利用できる施設
で，法律に設置根拠があるものとしては，婦人相談
所，婦人保護施設，母子生活支援施設がある。婦人

第１－５－５図 婚姻関係事件における申立ての動機別割合
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厚生労働省資料より作成。（備考）

（%）

夫等の暴力
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4.6

38.1

29.9

14.2

54.4

16.8

15.4
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相談所は売春防止法（昭和３１年法律第１１８号）に基
づき，各都道府県に１か所，婦人保護施設は同じく
売春防止法に基づき，全国に５０か所（公営２３か所，
民営２７か所（平成２０年４月１日現在）），母子生活支
援施設は，児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）に
基づき，全国に２７８か所（公立１６３か所，私立１１５か
所（平成２０年３月末現在））がそれぞれ設置されて
いる。
このほかに，民間の団体等が自主的に運営してい

る「民間シェルター」がある。
平成２０年１１月現在，内閣府が把握している民間
シェルター数は３６都道府県１０８か所であり，特定非
営利活動法人や社会福祉法人など法人格を有してい
るものもあるが，約４０％（４３施設）は法人格を有し
ていない。
民間シェルターは，被害者の保護や自立支援をき

め細かく行うなど，配偶者からの暴力の被害者支援
に関し，先駆的な取組を実施している。

（保護命令の申立て及び発令状況）
配偶者暴力防止法では，被害者の申立てにより，

裁判所が加害者に対し接近禁止命令，退去命令を発
する保護命令の制度を創設し，この命令違反に対し
て刑事罰を科すこととしている。

また，配偶者暴力防止法はこれまで，２度の改正
を経ており，平成１６年１２月に施行された第１次改正
において，被害者への接近禁止命令に加え，被害者
と同居する未成年の子への接近禁止命令も発令でき
ることとされた。２０年１月に施行された第２次改正
においては，これまで身体に対する暴力を受けた者
に限り，保護命令を申し立てることができたのに対
し，生命・身体に対する脅迫を受けた者について
も，身体に対する暴力によりその生命・身体に重大
な危害を受けるおそれが大きい場合には，保護命令
を発することができることとなったほか，被害者へ
の接近禁止命令の実効性を確保するため，接近禁止
命令の発令されている間について，被害者の親族等
への接近禁止命令も発することができることとさ
れ，さらに，被害者への面会の要求や無言・夜間の
電話等を禁止する電話等禁止命令も新設された。
保護命令の申立書に，配偶者暴力相談支援セン
ターの職員又は警察職員に相談等をした事実等の記
載がある場合は，配偶者暴力防止法第１４条第２項に
基づき，裁判所は配偶者暴力相談支援センター又は
警察に対し，被害者が相談等をした際の状況等を記
載した書面の提出を求めることとなっている。申立
書にこうした事実の記載がない場合は，公証人役場
で認証を受けた宣誓供述書を申立書に添付しなけれ

第１－５－６図 婦人相談所一時保護所（委託を含む）並びに婦人保護施設及び母子生活支援施設への入所理由（平成19年度）
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第２節

ばならない。法施行後から平成２０年１２月末までに終
局した保護命令事件１万６，８９３件のうち，支援セン
ターへの相談等の事実の記載のみがあったのは
３，１５０件，警察への相談等の事実の記載のみがあっ
たのは７，５８３件，双方への相談等の事実の記載が
あったのは５，５１５件となっている。また，申立書に
宣誓供述書が添付されたのは５８３件となっている。
法施行後平成２０年１２月末までの間に，裁判所に申

し立てられた保護命令事件の件数は１万６，９８１件で，
そのうち事件が終了したのは１万６，８９３件となって
いる。終了した事件のうち，保護命令が発令された
件数は１万３，４９６件（７９．９％），そのうち被害者に関
する保護命令のみ発令されたのは７，７３７件（５７．３％）
となっている。また，被害者に関する保護命令に加
えて子への接近禁止命令が発令されたのは５，０９１件
（３７．７％），親族等への接近禁止命令が発令された

のは２２７件（１．７％）となっており，「子」及び「親
族等」への接近禁止命令が同時に発令されたのは４４１
件（３．３％）となっている（第１－５－７表）。
法施行後平成２０年１２月末までの間に保護命令が発
令された事件の平均審理期間は１２．６日となっている。
なお，法施行後から平成２０年１２月末までの間の保

護命令違反の検挙件数は４２８件である。

性犯罪の実態

（強姦・強制わいせつの認知件数）
警察庁の統計によると，強姦の認知件数は，平成

１２年以降６年連続で２，０００件を超えていたが，１６年
から減少傾向に転じ，２０年は１，５８２件であり，前年
に比べ１８４件（１０．４％）減少した。
強制わいせつの認知件数は，平成１１年以降毎年増

新受件数 既済件数
総数 総数 認容（保護命令発令）件数 却下 取下げ

等（１）被害者に関する保護命令のみ発令さ
れた場合

（２）
「子への接近禁
止 命 令」及 び
「親族等への接
近禁止命令」が
同時に発令さ
れた場合

（３）
「子への接近
禁止命令」が
発令された場
合（（２）以外）

（４）
「親族等への
接近禁止命令」
が発令された
場合（（２）以
外）

うち，
生命等
に対す
る脅迫
のみを
理由と
する申
立てに
係るも
の

うち，
生命等
に対す
る脅迫
のみを
理由と
する申
立てに
係るも
の

①
接
近
禁
止
命
令
・
退
去
命

令
・
電
話
等
禁
止
命
令

②
接
近
禁
止
命
令
・
退
去
命
令

③
接
近
禁
止
命
令
・
電
話
等
禁

止
命
令

④
接
近
禁
止
命
令
の
み

⑤
退
去
命
令
の
み

⑥
電
話
等
禁
止
命
令

（
事
後
発
令
）

①
被
害
者
へ
の
接
近
禁
止
命
令

と
同
時

②
事
後
的
な
子
へ
の
接
近
禁
止

命
令
及
び
親
族
等
へ
の
接
近

禁
止
命
令
の
同
時
発
令

①
被
害
者
へ
の
接
近
禁
止
命
令

と
同
時

②
事
後
的
な
子
へ
の
接
近
禁
止

命
令

①
被
害
者
へ
の
接
近
禁
止
命
令

と
同
時

②
事
後
的
な
親
族
等
へ
の
接
近

禁
止
命
令

平成１３年総数 １７１ １５３ １２３ ３２ ９１ ０ ４ ２６

平成１４年総数 １，４２６ １，３９８ １，１２８ ３２６ ７９８ ４ ６４ ２０６

平成１５年総数 １，８２５ １，８２２ １，４６８ ４０６ １，０５８ ４ ８１ ２７３

平成１６年総数 ２，１７９ ２，１３３ １，７１７ ５５４ １，０９８ ５ ５５ ５ ７５ ３４１

平成１７年総数 ２，６９５ ２，７１８ ２，１４１ １９０ ７３０ ４ １，２０５ １２ １４７ ４３０

平成１８年総数 ２，７５９ ２，７６９ ２，２０８ １６６ ７１０ ８ １，３２０ ４ １４６ ４１５

平成１９年総数 ２，７７９ ２，７５７ ２，１８６ １７３ ６４０ ７ １，３６４ ２ １４０ ４３１

平成２０総数 ３，１４７ ３，１４３ ５１９ ２，５２５ ４００ １０１ ４７ ３６０ ２１３ ７ ５ ４４１ ０ １，１２０ ４ ２１８ ９ １６８ ４５０

合 計 １６，９８１１６，８９３ ５１９１３，４９６ ４００ １０１ １，８９４ ３６０ ５，３３８ ３９ ５ ４４１ ０ ５，０６４ ２７ ２１８ ９ ８２５ ２，５７２

（単位：件）

（備考）１．最高裁判所資料より作成。
２．「認容」には，一部認容の事案を含む。「却下」には，一部却下一部取下げの事案を含む。「取下げ等」には，移送，回付等の事案

を含む。
３．配偶者暴力防止法の改正により，平成１６年１２月に「子への接近禁止命令」制度が，２０年１月に「電話等禁止命令」制度及び「親

族等への接近禁止命令」制度がそれぞれ新設された。
これらの命令は，被害者への接近禁止命令と同時に又は被害者への接近禁止命令が発令された後に発令される（表１の⑵，⑶，
⑷のそれぞれ①が前者，⑴の⑥，⑵，⑶，⑷のそれぞれ②が後者である）。

４．平成１３年分は，同年１０月１３日の配偶者暴力防止法施行以降の件数である。

第１－５－７表 配偶者暴力に関する保護命令事件の処理状況等について
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強制わいせつ

強姦

7,111

1,582

警察庁資料より作成。（備考）

内閣府「男女間における暴力に関する調査」（平成20年）より作成。（備考）

総　　数（123人）
n

3.3 12.2 5.712.24.9 38.2 15.4

小学校
入学前

無回答小学生
のとき

中学生
のとき

中学卒業から
19歳まで

20歳代 30歳代 40歳代 50歳
以上

4.1 4.1

（％）0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

加していたが，１６年から減少し，２０年では７，１１１件
と，前年に比べ５５３件（７．２％）減少している。なお，
警察では，女性警察官による事情聴取の拡大，相談
電話の設置等，被害申告を促進するための施策を中
心とした性犯罪被害者対策を推進している（第１－
５－８図）。

（異性から無理やり性交された経験）
内閣府の「男女間における暴力に関する調査」（平

成２０年）において，女性（１，６７５人）に，これまで
に異性から無理やりに性交された経験を聞いたとこ
ろ，「１回あった」が３．１％，「２回以上あった」が

４．２％で，被害経験がある女性は７．３％となっている。
被害にあった時期としては，「２０歳代」が３８．２％

で最も多く，次いで「３０歳代」が１５．４％となってお
り，「中学卒業から１９歳まで」（１２．２％）となってい
る。「中学生のとき」（４．９％），「小学生のとき」
（１２．２％），「小学校入学前」（３．３％）など低年齢で
被害を受けている人も２割程度いる（第１－５－９
図）。
異性から無理やりに性交されたことがあった女性
のうち，被害について「どこ（だれ）にも相談しな
かった」人は６２．６％と６割を上回っている（第１－
５－１０図）。

第１－５－８図 強姦，強制わいせつ認知件数の推移

第１－５－９図 被害にあった時期
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内閣府「男女間における暴力に関する調査」（平成20年）より作成。（備考）

友人・知人に相談した

家族や親戚に相談した

警察に連絡・相談した

学校関係者（教員，養護教員，スクール
カウンセラーなど）に相談した

医療関係者（医師，看護師など）に相談した

警察以外の公的な機関に相談した

民間の専門家や専門機関（弁護士・弁護士会，カウンセラー・
カウンセリング機関，民間シェルターなど）に相談した

その他

どこ（だれ）にも相談しなかった

無回答

22.0

8.1

4.1

1.6

1.6

1.6

－

1.6

62.6

5.7

0 10 20 30 40 50 60 70 80（％）

（n＝123人）
（M.T.=108.9％）

第３節

第４節

第５節

第６節

売買春の実態

（売春関係事犯送致件数等）
平成２０年の売春関係事犯送致件数は２，３９６件とな

り，前年に比べ減少した。また，要保護女子総数は
１，７９４人で前年に比べ減少したが，未成年者が占め
る割合は２４．１％で，前年に比べ５．８ポイント増加し
ている（第１－５－１１図）。

（児童買春検挙件数）
平成２０年の児童買春事件の検挙件数は１，０５６件（前
年比２９１件減）であり，このうち，出会い系サイト
を利用したものが５３１件（５０．３％），テレホンクラブ
営業に係るものは４６件（４．４％）となっている。

人身取引の実態

（人身取引事犯検挙件数等）
警察庁の統計によると，平成２０年における人身取

引事犯の検挙件数は３６件，検挙人員は３３人であり，
検挙人員のうちブローカーが７人となっている。ま
た，警察において確認した被害者の総数は３６人と，
前年に比べ７人（１６．３％）減少している。被害者の
国籍は，タイ１８人（５０．０％）が最も多く，次いでフィ

リピン７人（１９．４％），中国（台湾）５人（１３．９％）
の順となっている（第１－５－１２図）。

セクシュアル・ハラスメン
トの実態

（雇用の場におけるセクシュアル・ハラスメントの
相談件数）
平成１９年度に都道府県労働局雇用均等室に寄せら
れたセクシュアル・ハラスメントの相談件数は１万
５，７９９件で，前年度に比べ４，６９７件（４２．３％）増加し
ており，そのうち，女性労働者からの相談件数は
８，１６９件（５１．７％）で相談件数の半数以上となって
いる（第１－５－１３図）。

ストーカー行為の実態

（ストーカー事案の認知件数）
平成２０年中に警察庁に報告のあったストーカー事
案の認知件数は，１万４，６５７件で，前年に比べ１，１９４
件（８．９％）増加している。また，被害者の９０．３％
が女性で，行為者の９０．１％が男性となっている（第
１－５－１４図）。

（ストーカー規制法の適用状況）
平成２０年のストーカー行為等の規制等に関する法

第１－５－１０図 被害の相談先



９４ 第１部 男女共同参画社会の形成の状況

警察庁資料より作成。（備考）
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検挙件数
検挙人員
ブローカー
被害者総数

律（平成１２年法律第８１号。以下「ストーカー規制法」
という。）に基づく警告は１，３３５件で，前年に比べ４９

件（３．５％）減少している。警告に従わない者に対
する禁止命令は２６件発令されている。

第１－５－１１図 売春関係事犯送致件数，要保護女子総数及び未成年者の割合

第１－５－１２図 人身取引事犯の検挙状況等
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（年度）

事業主から
女性労働者等から
（平成19年度以降
　女性労働者のみ）
男性労働者から
（平成19年度以降）
その他
（平成19年度以降）

191817161514平成13
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1,3891,4151,4791,7581,708
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厚生労働省資料より作成。（備考）
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また，ストーカー行為罪での検挙件数は２４３件で，
前年に比べ３件増加している。禁止命令違反での検
挙件数は１件である。
平成２０年中に，ストーカー規制法第７条に基づ
き，警察本部長等が援助を求められた件数は２，２６０
件で，前年に比べ１１９件（５．６％）増加している。援

助の内容（複数計上）としては，被害を自ら防止す
るための措置の教示が１，０９２件（前年比２０７件増加）
で最も多く，次いで防犯ブザー等の被害防止物品の
教示又は貸出しが４６１件（前年比１１件減少）となっ
ている。

第１－５－１３図 都道府県労働局雇用均等室に寄せられた職場におけるセクシュアル・ハラスメントの相談件数

第１－５－１４図 ストーカー事案に関する認知件数



９６ 第１部 男女共同参画社会の形成の状況

周産期死亡率（出産千対）
乳児死亡率（出生千対）

新生児死亡率（出生千対）

妊産婦死亡率（出産10万対）

30

25

20

15

10

5

0
昭和
50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63平成

元
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1918 （年）

１．厚生労働省「人口動態統計」より作成。
２．妊産婦死亡率における出産は，出生数に死産数（妊娠満12週以後）を加えたものである。
３．周産期死亡率における出産は，出生数に妊娠満22週以後の死産数を加えたものである。

（備考）

第6章第6章 生生涯涯をを通通じじたた女女性性のの健健康康

本 章 の ポ イ ン ト
●乳児死亡率等の母子保健関係指標については低下傾向にある。
●平成１９年の新規HIV感染者数は過去最高。感染が報告された年齢をみると３０歳代の割合が高い。
●肥満者の割合は，男性は３０～６０歳代では約３割，女性も６０歳以上で割合が高い。女性は若年層を中
心に必要以上の減量を行う人も多い。

●健康増進法の施行により受動喫煙機会の減少が期待される。
●女性の医療施設従事医師，同歯科医師，薬局・医療施設従事薬剤師の割合は年々増加しているが，
医師・歯科医師は薬剤師に比べかなり割合が低い。

（低下傾向にある母子保健関係指標）
女性は，妊娠や出産をする可能性があることもあ

り，生涯を通じて男性とは異なる健康上の問題に直
面する。
母子保健関係の主要な指標の昭和５０年から平成１９
年までの動向をみると，いずれの指標も総じて低下
している（第１－６－１図）。

（危険が伴う高齢出産）
母の年齢別周産期死亡率をみると，１９歳以下の場
合に平均より高いほか，年齢に比例して増加傾向に
あり，高齢出産にはある程度の危険が伴うことが分
かる（第１－６－２図）。

第１－６－１図 母子保健関係指標の推移
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3.33.03.3

5.4

（歳）45以上40～ 4435 ～ 3930 ～ 3425 ～ 2920 ～ 2419以下

（財）母子衛生研究会「母子保健の主なる統計」（平成20年度）より作成。（備考）
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平成12年までは厚生労働省「母体保護統計」，17年度からは「衛生行政報告例」より作成。（備考）
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（総数では減少傾向にある人工妊娠中絶件数）
人工妊娠中絶件数・人工妊娠中絶実施率（１５歳以

上５０歳未満女子人口千対）の昭和５０年から平成１９年
度までの動向をみると，総数では件数，実施率とも
に総じて減少傾向にある。また，２０歳未満の件数は
昭和５０年においては，全年齢に占める割合が１．８％
だったのが，平成１９年度では９．３％となっており，
若年層の全体に占める比重は以前より増加している
ものの，件数としては１４年度からほぼ半減してお

り，着実に減少している（第１－６－３図）。

（若年での感染が多いHIV感染者）
HIV感染者とは，HIV（ヒト免疫不全ウィルス）
に感染している者を指す。一方，AIDS患者とは，
HIV感染によって免疫不全が生じ，ニューモシス
ティス肺炎等の日和見感染症や悪性腫瘍が発生した
者を指す。
凝固因子製剤による感染例を除いて，平成１９年末

第１－６－２図 母の年齢別周産期死亡率（平成１９年）

第１－６－３図 年齢階級別人工妊娠中絶の推移



９８ 第１部 男女共同参画社会の形成の状況

男性総数
男性20歳代
男性30歳代

女性総数
女性20歳代
女性30歳代
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415
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１．厚生労働省資料より作成。
２．各年の新規HIV感染者報告数である。

（備考）
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までに我が国において報告されたHIV感染者及び
AIDS患者の累計数は，HIV感染者数９，４２６人，
AIDS患者数４，４６８人となっている。
平成１９年に新規で感染が報告されたHIV感染者

は１，０８２人（第１－６－４図），AIDS患 者 は４１８人
で，過去最高の報告数となった。HIV感染者の推
定感染地域をみると，全体の８７．７％（９４９件）が国
内感染となっている。
感染が報告された時点の年齢で年代別に新規で感

染が報告された感染者数をみると，２０歳代が全体の
２９．２％を占めているのに対し，３０歳代が４０．６％を占
めており，３０歳代での感染が多い。

（女性のがん）
女性特有のがんとして子宮がん，乳がんなどがあ

り，これらのがんの総患者数を厚生労働省「患者調
査」（平成１７年）でみると，子宮がんは５．３万人，乳
がんは１５．４万人となっている。
国民生活基礎調査（平成１９年）によると，我が国
における女性のがん検診の受診率は，子宮がん

２１．３％，乳がん２０．３％であり，欧米諸国と比べて低
い状況にある。がんは早期発見が重要であることか
ら，より一層，がん検診の受診の必要性について広
く周知していく必要がある。

（健康増進に必要な適切な自己管理）
健康増進や生活習慣病予防のためには，自ら健康
管理を行うことが重要である。厚生労働省「平成１９
年国民健康・栄養調査結果の概要」をみると，肥満
者の割合は，男性はいずれの年齢層でも２０年前に比
べ増加しており，３０～６０歳代では約３割となってい
る。女性も６０歳代まで年齢とともに肥満の割合が高
くなる傾向にあり，６０歳代では３割に近い状態と
なっている。一方，低体重（やせ）の割合は，２０歳
代女性のうち４分の１を超えている。平成１４年国民
栄養調査では，現実の体型が「普通」もしくは「低
体重（やせ）」であるにもかかわらず体重を減らそ
うとしている者の割合が若年層を中心に多いという
結果もみられた。
健康に生活するための自己管理について，より一

第１－６－４図 HIV感染者の推移（性別・年代別）
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１．平成14年までは「国民栄養調査」，15年からは「国民健康・栄養調査」（どちらも厚生労働省）より作成。
２．国民栄養調査と国民健康・栄養調査では，喫煙の定義及び調査方法が異なるため，その単純比較は困難である。

（備考）

女性総数
20歳代女性
男性総数
20歳代男性

層適切な情報提供が求められる。

（２０歳代女性で高い喫煙率）
平成４年から１９年の喫煙率の推移を男女別にみる
と，男性は５０．１％から３９．４％に低下しているが，女
性は９．０％から１１．０％とほぼ横ばいで推移している。
これを年代別でみると，ここ数年２０歳代男性の喫煙
率が低下傾向にある一方で，２０歳代女性は４年の
９．７％と比べ，１９年では１６．７％とほぼ倍増している
（第１－６－５図）。
喫煙は，肺がんや循環器疾患等のリスクの上昇な

どにより喫煙者自身の健康に悪影響を及ぼすだけで
なく，受動喫煙によって非喫煙者にも影響を及ぼす
ことが指摘されている。平成１５年５月には健康増進
法が施行され，病院や劇場，百貨店，事務所，官公
庁施設，飲食店その他多数の者が利用する施設に
は，受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずる
努力義務が課された。これにより，公共の場での受

動喫煙の機会が減少することが期待されるが，家庭
などでの受動喫煙によって，非喫煙妊婦の低出生体
重児出産の発生率が上昇するという研究報告もあ
り，更に喫煙の健康への悪影響について広く周知し
ていく必要がある。

（上昇を続ける女性医師の割合）
女性の高学歴化に伴い，医師等の専門職に進出す
る女性も増加している。
医療施設等で働いている医師，歯科医師，薬剤師
における女性の割合はいずれも増加傾向にあるが，
薬剤師に比べ医師，歯科医師における女性の割合は
かなり低いものとなっている（第１－６－６図）。
女性医師の増加や女性専門外来の充実等により，
女性が気兼ねなく医療が受けられる環境が整えられ
つつある。
また，医師等が仕事と出産・育児等を両立しやす
い環境づくりも求められる。

第１－６－５図 喫煙率の推移（性別・年代別）



１００ 第１部 男女共同参画社会の形成の状況
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第１－６－６図 女性の医療施設従事医師，同歯科医師，薬局・医療施設従事薬剤師の割合の推移
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第7章第7章 教教育育・・研研究究分分野野ににおおけけるる男男女女共共同同参参画画

本 章 の ポ イ ン ト

第１節

第１節 教育分野における男女共同参画
●男女別の進学率をみると，女子の大学（学部）への進学率は上昇傾向にあるが，依然として男女差
がある。

●公民館等の学習者においては，女性の割合が高くなっている。
●教員の女性割合をみると，上位の学校，上位の職になるほど，女性の就任割合が小さい傾向が続い
ている。小学校教諭の女性比率が６５．２％に上る一方，大学及び大学院教授は１１．６％にとどまってい
る。

第２節 研究分野における男女共同参画
●研究者に占める女性の割合は，緩やかに増加しつつあるが，欧米の国々と比べるとまだ低い。
●研究者の所属機関や専攻分野には男女で偏りがみられる。

教育分野における
男女共同参画

（女子の大学進学率は上昇傾向）
平成２０年度の学校種類別の男女の進学率をみる
と，高等学校等への進学率は，女子９６．６％，男子
９６．２％と，若干女子の方が高くなっている。大学
（学部）への進学率をみると，男子５５．２％，女子
４２．６％と男子の方が１０ポイント以上高い。しかし女
子は，全体の１１．５％が短期大学（本科）へ進学して
おり，この短期大学への進学率を合わせると，女子
の大学進学率は５４．１％となる。近年，大学（学部）
への女子の進学傾向が上昇している一方で，短期大
学への進学率は６年度の２４．９％をピークに，ここ数
年激減している。
大学（学部）卒業後，直ちに大学院へ進学する者

の割合は，平成２０年度では男性１５．５％，女性７．５％
となっている（第１－７－１図）。

（男女の専攻分野の偏り）
大学（学部）における学生の専攻分野をみると，

女子学生が最も多く専攻している分野は，ここ数年
は社会科学が一番多くなっている。平成２０年では，
女子学生全体の２７．６％が社会科学分野を専攻してお
り，社会科学分野を専攻している全学生の３割以上
が女子となっている。また，工学分野を専攻する女

子学生は，工学分野専攻の全学生の１０．５％となって
いる一方，人文科学分野を専攻する女子学生は人文
科学分野専攻の全学生の６６．４％となっており，男女
の専攻分野の偏りがみられる（第１－７－２図）。
また，女子学生の大学院における専攻分野につい
ては，修士課程では人文科学，社会科学の分野が並
んで多く，これに次いで工学，保健，教育の分野が
多くなっている（第１－７－３図）。全学生に占め
る女子学生数の割合について，近年の増加が特に大
きいのは社会科学，工学，保健の分野である。ま
た，修士課程における社会人学生のうち，平成２０年
では女子は半数近い４８．１％を占めている。
博士課程では，芸術，教育，人文科学といった分
野での専攻が多く，また，法科大学院では，２９．６％
が女子となっている。

（社会教育での学習者）
生涯のいつでも，自由に学習機会を選択して学ぶ
ことができるよう，多様な学習機会の整備が進めら
れているところであるが，大学での社会人学生や，
放送大学で学ぶ人々，公民館，青少年教育施設にお
ける学級・講座の受講者については女性の割合が高
い。文部科学省「社会教育調査」（平成１７年度）に
よると，公民館における学級・講座の受講者のう
ち，６６．６％を女性が占めている。
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に進学した者の占める比率。ただし，進学者には，高等学校の通信制課程（本科）への進学者を含まない。
３．大学（学部），短期大学（本科）：浪人を含む。大学学部又は短期大学本科入学者数（浪人を含む。）を３年前の

中学卒業者及び中等教育学校前期課程修了者数で除した比率。ただし，入学者には，大学又は短期大学の通信
制への入学者を含まない。

４．大学院：大学学部卒業者のうち，ただちに大学院に進学した者の比率（医学部，歯学部は博士課程への進学者）。
ただし，進学者には，大学院の通信制への進学者を含まない。
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（上位の職に少ない女性教員の割合）
初等中等教育について女性教員の割合をみると，

小学校では教諭の６割以上を女性が占めているが，
中学校，高等学校と段階が上がるにつれて低くなっ
ている。校長及び教頭に占める女性の割合は，小学
校の校長で平成２年の４．１％が２０年には１７．８％と大
幅に上昇しているのを始め，長期的には上昇傾向に

あるが，その割合は教諭に比べて依然として低い。
大学及び大学院，短期大学の全教員に占める女性
の割合をみても，短期大学では５割近いが，大学で
は１割台にとどまっており，特に教授，学長に占め
る女性の割合は低い（第１－７－４図）。

第１－７－１図 学校種類別進学率の推移

第１－７－２図 専攻分野別にみた学生数（大学（学部））の推移（性別）
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文部科学省「学校基本調査」より作成。（備考）
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第２節 研究分野における
男女共同参画

（女性研究者の割合）
我が国における研究者に占める女性の割合は，緩

やかな増加傾向にはあるが，平成２０年現在で１３．０％
にとどまっており（第１－７－５図），諸外国と比
べて低いものとなっている（第１－７－６図）。し

かしながら高等教育段階の女性の割合は，大学の学
部４１．１％，大学院（修士課程）３０．５％，大学院（博
士課程）３１．１％であり，これらを比較してみても，
女性の研究者の比率が高くなる余地はあるといえ
る。

（女性研究者が少ない理由）
男女共同参画学協会連絡会「科学技術専門職にお

第１－７－３図 専攻分野別にみた学生数（大学院（修士課程））の推移（性別）

第１－７－４図 本務教員総数に占める女性の割合（初等中等教育，高等教育）
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研究者総数に占める女性研究者割合
（右目盛）

総務省「科学技術研究調査報告」より作成。（備考）

ける男女共同参画実態の大規模調査」（平成２０年）
によると女性研究者が少ない理由としては，家庭と
仕事の両立が困難なことや，育児期間後の復帰が困
難であることなどが上位になっている（第１－７－
７図）。

（女性研究者の所属と専攻分野）
総務省「平成２０年科学技術研究調査報告」による
と，研究者の所属については，男性の研究者は，企
業等に所属するのは６割程度，大学等には３割程度
であるが，女性の研究者については，逆に大学等に
６割程度，企業等には３割程度となっている（第
１－７－８図）。

女性研究者の相当部分を占める大学等において研
究に従事する女性の専門分野をみると，平成２０年で
も，栄養学などが含まれる医学・歯学以外の保健分
野においては約半数が女性研究者である一方で，工
学分野の研究者に占める女性割合は７．３％，理学・
農学分野などでも１割台にとどまっている（第１－
７－９図）。また，比較的女性の研究者割合が高い
分野にあっても，講師，准教授，教授と階層が上が
るにつれて女性の割合が低くなるといった傾向があ
る（第１－７－１０図）。

第１－７－５図 女性研究者数及び研究者に占める女性割合の推移
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１．EU諸国の値は，イギリス以外は，EU「Eurostat」より作成。推定値，暫定値を含む。エストニア，スロバキア，ロシア，
チェコは2007（平成19）年。ポルトガル，アイスランド，ギリシャ，スウェーデン，ノルウェー，アイルランド，デンマー
ク，ベルギー，ドイツ，ルクセンブルク，オランダは2005（平成17）年。スイスは2004（平成16）年。その他の国は2006（平
成18）年時点。イギリスの値は，European Commission “Key Figures 2002” に基づく（2000（平成12）年時点）。

２．韓国の数値は，OECD “Main Science and Technology  Indicators 2008/2” に基づく（2006（平成18）年時点）。
３．日本の数値は，総務省「平成20年科学技術研究調査報告」に基づく（2008（平成20）年３月時点）。
４．アメリカ合衆国の数値は，国立科学財団（NSF）の「Science and Engineering Indicators 2006」に基づく雇用されている

科学者 （scientists）における女性割合（人文科学の一部及び社会科学を含む）。2003（平成15）年時点の数値。技術者
（engineers）を含んだ場合，全体に占める女性科学者・技術者割合は27.0％。

（備考）
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第１－７－６図 研究者に占める女性割合の国際比較



１０６ 第１部 男女共同参画社会の形成の状況
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第１－７－７図 女性研究者が少ない理由（性別）

第１－７－８図 研究者の所属機関
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１．総務省「科学技術研究調査報告」より作成。
２．大学等：大学，短大，高等専門学校，大学附属研究所，大学共同利用機関など。

（備考）
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第１－７－９図 専攻分野別にみた大学等の研究本務者の推移（性別）

第１－７－１０図 大学教員における分野別女性割合



１０８ 第１部 男女共同参画社会の形成の状況

Column

１．IEA「TIMSS2007調査結果」より作成。
２．グラフの数値は得点差（女子－男子）。赤は得点に統計的な有意差があるもの，青は差が非有意であることを示す。

（備考）

数学
中学２年生における男女の得点差（国際比較）

理科
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理数分野における子どもの学力
大学学部における理工系分野に占める女性の割合や，我が国の研究者に占める女性の割合などは，諸外国に比べ低い

傾向にあるが，国際教育到達度評価学会（IEA）による国際数学・理科教育動向調査（TIMSS２００７）の結果（２００７年

３月実施，２００７年１２月公表）をみると，我が国の小学４年生，中学２年生では，算数・数学及び理科の得点について，

全体として国際的に上位にあり，男女の有意差が認められなかった。

男子（点） 女子（点） 日本順位 前回順位（２００３）

算数・数学 小４ ５６８ ５６８ ４位／３６か国 ３位／２５か国
中２ ５７２ ５６８ ５位／４８か国 ５位／４６か国

理 科 小４ ５４７ ５４８ ４位／３６か国 ３位／２５か国
中２ ５５６ ５５２ ３位／４８か国 ６位／４６か国

第１－７－１１図 TIMSS２００７調査結果


